
 

 

はじめに 
 
 
 
 京都橘大学は「自立」・「共生」・「臨床の知」という教学理念を掲げ、人文・社会・医療系の多様な

教育研究を行っています。 
 
 2005 年 4 月、本学では「自立した女性の育成」という従来の教学理念を今日的・世界的課題との

関連において発展させ、21 世紀にふさわしい男女両性の《自立》と《共生》としました。 
 
 めまぐるしく変化を遂げる今日の社会にあって、男女共同参画社会の実現、さらに民族・宗教・文

化などの違いを越えた共生社会の実現が緊急の課題になっています。本学が培ってきた女性史・女性

文化をはじめとする教育・研究資産を、新しい教学理念の中で活かし、新しい男女共学の姿を追求し

ています。 
 
 また現在、大学と学問のあり方も問い直されています。学問を閉ざされた世界から開放し、社会と

のつながりの中で、その成果を問い直し再構築しようとする動きです。この要請に応え、本学では、

社会と人々の幸福に貢献できる〝実践的な〟学門の追求と人材の養成をめざすという意味を《臨床の

知》という教学理念に込めています。 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【各課業務案内】 

● 学務第１課 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 
大学院文学研究科・文化政策学研究科に関する事務 

● 学務第２課 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 
教員免許・教員採用試験対策に関する事務、国際交流に関する事務 

● 学務第３課 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

大学院看護学研究科に関する事務 
● 教務課 ※学生窓口はありません  ―――――――――――――――――――――― 

教務システム管理・学籍管理・受講登録・成績管理等に関する事務 
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◎掲示の確認を習慣に 

 
大学院生の皆さんに対する連絡は、すべて掲示によって行います。掲示されたものについては

各自確認されたものとして取り扱いますので、毎日の習慣として掲示情報を確認するようにして

ください。なお、電話による掲示内容の問い合わせには応じません。 
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Ⅰ 2011 年度 学年暦 
 
前 期 

３月１５日(火)～３月１８日(金) 上回生受講登録期間（最終日は 1��00 まで） 
３月２９日(火)～３月３１日(木) 上回生健康診断 
 

４月 １日(金)   前期開始（学年始め） 
入学式、大学院ガイダンス、奨学金･研究援助等説明会 
｢博士学位論文」一次提出期間開始（5/30 まで） 

４月 ２日(土)～４月 ５日(火)   新入生受講登録期間（最終日 1��00 まで） 
４月 ４日(月)          新入生健康診断 
４月 ９日(土)            前期授業開始 
４月１２日(火)～４月１９日(火)  受講登録訂正期間（最終日 10�00 まで） 
４月２５日(月)          「学生時間割表」リリース（確認期間～２７日） 
４月２７日(水)   「研究計画書」提出期限(文研・文政研：博士後期課程/１･２回生、博士前期･修士課程/１回生) 
４月２９日(金)          昭和の日(平常授業) 
５月 ２日(月)          ４月２９日の振替休日 
５月３０日(月)    ｢博士学位論文」一次提出期限 
６月 １日(水)    ｢博士学位論文」二次提出期間開始（12/26 まで） 
６月中旬～下旬          修士論文中間発表会・博士後期課程研究発表会（文研・文政研） 

(博士前期･修士課程/２回生、博士後期課程/２回生) 
６月３０日(木)   「予備論文」提出期限（博士後期課程/３回生以上） 
７月１８日(月)          海の日(平常授業) 
７月２８日(木)          前期授業終了 
７月２９日(金)          前期「修士論文」提出期限  

 

後 期 

９月 ９日(金)             前期成績通知開始 
９月２０日(火)             前期修了式 
９月２１日(水)             後期授業開始 
９月２２日(木)～９月２９日(木)  後期受講登録訂正期間 

   １０月 ６日(木)            後期「学生時間割表」リリース（確認期間～１３日） 
   １０月１０日(月)            体育の日(平常授業) 
   １０月２０日(木)            創立記念日(平常授業) 
   １１月 １日(火)   「修士論文等仮題目届」提出期限（看研） 
   １２月 １日(木)                「研究計画書」提出期限（看研） 
   １２月２４日(土)             年内授業終了 
   １２月２６日(月)                  「博士学位論文」二次提出期限 

１月 ６日(金)            年始授業開始 
１月１３日(金)             「修士論文」提出期限 
１月２３日(月)             後期授業終了 
１月３０日(月)   「研究成果報告書(博士後期)」提出期限（文研・文政研） 
２月上旬             修士論文審査 
２月１７日(金)          「修士論文等仮題目届」提出期限（文研・文政研） 
２月２４日(金)             修了認定通知（修士・博士前期課程） 
２月２４日(金)                  「満期依願退学願」提出期限 
３月 １日(木)   「修士論文等仮題目届」提出期限（看研） 
３月 ２日(金)            後期成績通知開始 
３月１６日(金)             学位授与式 
３月１０日(土)～１３日 (火)    上回生受講登録 

３月３１日(土)             学年終り 
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Ⅱ 学籍 
  

博士課程は、前期２年の課程（以下「博士前期課程」という）および後期３年の課程（以下「博

士後期課程」という）に区分し、修士課程は博士前期課程と同じ取り扱いとします。 

 

（１）学籍と学費 

 

 入学と同時に学籍が発生します。学籍は所定の納期までに学費を納入することによって年度ごと

に継続していくことになります。学費を納入しない場合は、学則にもとづき除籍となり、学生の身

分を失うことになります。 

 学費の納付額は「Ⅹ諸規程・書式」の「学費納付金規程」を参照してください。なお、学費以外

に諸費として父母の会費（年会費 12,000 円）、学会費（文学研究科のみ・年会費 1,000 円）、淳

芳会費（終身会費 20,000 円、既納者除く）を学費納入時期に合わせて徴収しています。 

 

１）学費の納入時期 

 前期分は４月３０日、後期分は１０月３１日までに所定の振込用紙で納入してください。納入期

日が金融機関休業日の場合は翌営業日が納付期日となります。 

 

２）学費の延納 

 何らかの事情で、期日までに納入が困難な場合は、「学費延納願」を学生支援課へ提出して、事

前に許可を受けなければなりません。許可なく期日を過ぎて未納の場合は、除籍になります。 

     延納許可期限 前期分 ７月３１日（ただし、2011 年度は、７月２９日です。） 

            後期分 １月３１日 

 

（２）回生 

 

 回生は、入学と同時に１回生となり、単位の修得状況に関わりなく、１ヶ年単位で繰り上がって

いきます。 

 博士前期課程の学生は４回生を超えて、後期課程の学生は６回生を超えて在学することはできま

せん（ただし、看護学研究科修士課程の長期履修生は６回生を超えて在学することはできません）。 

 

（３）学籍に関する異動 

 

１）休学・復学 

 病気等やむを得ない事由で学修を継続できない場合は、所定の手続きにしたがって、休学願を学

務各課へ提出し、許可を得なければなりません。休学中は在学期間に算入されません。また、休学

の期間は１年を超えることはできません。ただし、特別の事情がある場合に限り、更に１年延長す

ることができます。休学中の学費は免除されますが、学期の途中で休学する場合は、その期の所定

の学費は徴収します。 

 また、復学する場合は、休学期間が終了するまでに復学願を提出して、許可を得なければなりま
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せん。 

 

２）除籍 

 定められた期日までに学費の納入をしない場合、また休学者が期間を過ぎても復学・退学願等を

提出しなかった場合は除籍となり、学生の身分を失います。 

 

３）退学・再入学 

 病気等やむを得ない事由で退学する場合は、所定の手続きにしたがって、退学願を学務各課へ提

出し、許可を得なければなりません。退学したものが再入学を希望する場合は、審議の上許可する

ことがあります。 

 

４）博士後期課程の単位修得満期依願退学 

 必要な単位を修得し、博士論文を提出しなかった学生は、以下の手続きを経て承認されれば満期

依願退学することができます。 

 

 ①  修了予定年次の１月３０日までに「研究成果報告書」を提出する。 

 ②  修了予定年次末までに修了に必要な単位を修得する。 

 ③  修了予定年次の２月２４日までに「満期依願退学願」を学務第１課に提出する。 

 

 なお、「満期依願退学願」（Ｘ諸規定・書式の頁を参照：書式５）が受理されれば、退学から３

年未満の間、博士論文を本学に提出する権利が認められます。上記の手続きを行わずに修了に必要

な単位を修得した場合は単なる退学となり、博士論文を提出する権利は失われます。 

 

※「研究成果報告書」の提出期限･書式等の詳細については、「Ⅵ研究計画～学位論文の執筆」の 
項を参照してください。 

 

※ 修了予定年次に博士論文を提出し、博士論文審査が不合格であった場合に満期依願退学を希望する 

学生は、①以外の手続きを行ってください。ただし、提出された「満期依願退学願」は、博士論文審査

終了まで保留扱いとします。 

 

５）看護学研究科修士課程の修業年限変更について 

研究コース、専門看護師コースとも標準修業年限は２年ですが、長期履修制度により３年とする

こともできます（出願時に選択）。また、所定の手続きにより、出願時に選択した修業年限を２年

から３年へ、または３年から２年へ変更することができます（変更手続きは 1 回生時の 1 月中旬～

1 月末のみ）。 
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Ⅲ 修了要件・単位・受講登録 
 

（１）修了要件 

 

１）文学研究科博士前期課程・修士課程 

 博士前期課程および修士課程を修了するには、本研究科博士前期課程または修士課程に２年以上

在学し、所定の授業科目を３０単位以上修得し、かつ研究指導担当教員のもとに必要な指導を受け

て、学位論文（以下「修士論文」という）またはこれに代わる研究成果（※）を提出し、その審査お

よび最終試験に合格しなければなりません。 

 

 ※「修士論文に代わる研究成果」について（課題研究コース） 

 社会人入試で入学した学生については、修士論文を執筆して修士の学位を取得する方法（修士論

文コース）以外に、職業に密接に関連した課題研究を行い、その研究成果を修士論文にかわる課題

研究報告書として提出し、学位を取得する道が開かれています（課題研究コース）。 

 この課題研究コースは、歴史学・文化財学専攻の古文書学、日本女性史、言語文化専攻の英米文

学・英米文化、英語学、言語コミュニケーション・言語教育学分野について認められ、課題研究報

告書には調査報告や実践報告、事例研究や古文書等の翻刻などが想定されています。 

 課題研究コースの選択は、１回生時の２月に「修士論文等仮題目届」（Ⅵ研究計画～学位論文の

執筆、Ｘ諸規定・書式の頁を参照）提出時に意思表示を行います。事前に指導教員とよく相談した

上で、コースを選択してください。 

 

２）文学研究科博士後期課程 

 博士後期課程を修了するには、本研究科博士後期課程に３年以上在学し、所定の授業科目を１６

単位以上修得し、かつ研究指導担当教員のもとに必要な指導を受けて、学位論文（以下「博士論文」

という）を提出し、その審査および最終試験に合格しなければなりません。 

 満期依願退学後の学位取得については、Ⅱ（３）４）博士後期課程の単位修得満期依願退学の項

（Ⅱ学籍の頁を参照）、およびⅥ（３）博士論文の項を参照してください。 
 

３）文化政策学研究科博士前期課程 

 博士前期課程を修了するには、本研究科博士前期課程に２年以上在学し、所定の授業科目を３０

単位以上修得し、かつ研究指導担当教員のもとに必要な指導を受けて、「修士論文」（※）を提出し、

その審査および最終試験に合格しなければなりません。 

 

 ※「修士論文」について 

 修士論文＝［Ａ論文］を基本としつつ、特定の課題に関する研究成果を報告した政策研究レポー

ト＝［Ｂ論文］（課題解決研究や政策提言・計画書等のレポート）、または公刊図書＝［Ｃ論文］

を修士論文に代えることができます。例えば、在職中の社会人大学院生が、業務上の政策課題をテ

ーマとして［Ｂ論文］を書いたり、最終的に公刊図書［Ｃ論文］として結実させたりすることで学

位取得をめざすことができます。 
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４）文化政策学研究科博士後期課程 

 博士後期課程を修了するには、本研究科博士後期課程に３年以上在学し、所定の授業科目を４単

位以上修得し、かつ研究指導担当教員のもとに必要な指導を受けて、「博士論文」を提出し、その

審査および最終試験に合格しなければなりません。 

 満期依願退学後の学位取得については、Ⅱ（３）４）博士後期課程の単位修得満期依願退学の項、

およびⅥ（３）博士論文の項を参照してください。 

 

５）看護学研究科修士課程 

 修士課程を修了するには、本学研究科修士課程に２年以上在学し（長期履修の場合は３年以上）、

所定の授業科目を３０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、下記の要件を満たさな

ければなりません。 

 ○研究コースにおいては、修士論文を提出し、論文審査および最終試験に合格すること 

 ○専門看護師コースにおいては、課題研究レポート等を提出し、その審査および最終試験に合格

すること 

 

（２）単位 

 

 教室内における１時間の講義に対して、教室外における２時間の準備のための学修を必要とし、

１５時間の講義をもって１単位とします。したがって、毎週２時間、半期１５回の授業で２単位、

年３０回の授業で４単位となります。 

 

（３）受講登録（Web 受講登録） 

 

 受講登録はパソコン入力によって行います（Web 受講登録）。受講登録はすべて登録者本人の責

任において行います。登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また登録してい

ない科目の受講はできません。 

 

 場所  

 清心館７１１・７２１～７２４教室 

 または自宅等のインターネット接続が可能なパソコン 

 

 日程  

 上回生 ３月１５日（火） ～ ３月１８日（金） 

 新入生 ４月 ２日（土） ～ ４月 ５日（火） 

 

 注意点  

① 重複登録（同一時間帯に２科目以上の登録）はできません。 

② 既に所定単位を修得した授業科目については、再度受講登録することはできません。 

③ 受講登録や登録確認の詳細日程は、学年暦または掲示板等を参照してください。 

 

 登録の方法  

① あらかじめ履修計画を立て、パソコンに向かう前に、受講登録申請をする科目を決めておきま
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す。その際に、本冊子等で科目内容をよく確認してください。 
② 本学のホームページから、「在学生の方へ」の「教務課からのお知らせ」にある「受講登録」

を選択してください。 
 

    本学ホームページ URL：http://www.tachibana-u.ac.jp/ 
 

③ 「ログイン画面」で本学発行のＩＤとパスワードを入力し、「履修」に入り「受講登録」を選

択すると「受講登録画面」が表示されます。 

④ 以下、任意の曜日・講時枠をクリックし、候補の中から自分の受講したい科目を選択し、『登

録』ボタンを押します。 

⑤ 最後に「受講登録画面」最下部の『確認』ボタンを押し、「受講登録確認画面」で『申請』ボ

タンを押せば登録は完了です。『入力取消』をクリックすると、今回行った作業はすべてリセッ

トされます。 

⑥ 登録後、受講登録訂正期間までに履修メニューから「登録確認」を選択すると登録した時間割

が確認できます。または学務第２課前の自動証明書発行機から出力される「学生時間割表」で、

必ず登録内容を確認してください。パソコンで入力した「つもり」だけでは不十分です。確認は

必ず行ってください。 

⑦ 受講登録後、登録訂正の期間が設けられています。訂正の範囲や時間等、詳細は掲示等で確認

してください。 

  登録訂正期間 

   前期  ４月１２日（火） ～ ４月１９日（火） 

   後期  ９月２２日（木） ～ ９月２９日（木） 

 

 問い合わせ  

 インターネットやパソコンの操作、パスワードの忘失に関する質問は 

   → 情報メディアセンター（ E-mail ; media@tachibana-u.ac.jp ） 

 受講登録の内容に関する質問は 

     →  教務課（ E-mail ; academic@tachibana-u.ac.jp ）まで 

 

※ その他、受講登録の詳細については掲示板に掲示、または本学ホームページに掲載します。 
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Ⅳ 授業時間と時間割および成績評価 
 

（１）授業時間と時間割 

 

 授業は原則として月曜日～金曜日に実施します。ただし、一部土曜日に実施する科目があります。

土曜日は事務室の一般事務は行っていませんが、図書館等一部の業務は行っています。 

 

１講時 ２講時 ３講時 ４講時 ５講時 ６講時 

 9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50 18：00～19：30

＊「キャンパスプラザ京都」および「ラクト山科」の時間割は上記と異なりますので注意してください。 

 

（２）時間割表 

 

 時間割表は学部のものと共通で、別途配布されます。また、ホームページでも参照・プリントす

ることができます。「科目名」に続き＜Ｍ＞，＜Ｍ～＞，＜Ｄ＞，＜Ｄ～＞と表記されているもの

が大学院科目です。科目コードの３桁が「h10」の科目は文学研究科、「h51」は文化政策学研究科

の科目、「h90」は看護学研究科の科目です。新入生は１回生欄に表示されている科目、上回生は

該当回生以下の欄に表示されている科目を履修することができます。 

 

（３）休講 

 

 大学または授業担当教員のやむを得ない事由により、授業を休講することがあります。休講連絡

は掲示板・本学ホームページ（h��������������h�����������������������������）で行います。

なお、携帯電話からは、h�����������h������������� より休講情報を確認できます。 

 休講の掲示がなく、授業開始後３０分以上経過しても授業担当教員が入室しない場合は、学務各

課に連絡して指示を受けてください。休講についての電話照会には応じません。 

 なお、臨時休講措置の頁を参照してください。 

 

（４）成績の評価 

 

 成績は、点数で表示します。成績の評点は、100 点満点で 60 点以上が合格です。59 点以下の科

目は不合格となり、単位の認定はできません。 

 
  評価素点合否  Ｓ 90 点 ～ 100 点 
          Ａ 80 点 ～  89 点     
          Ｂ 70 点 ～  79 点     
          Ｃ 60 点 ～  69 点        合 格 
          Ｄ  0 点 ～  59 点       不合格 

成績証明書には、「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」等の合格科目の評価記号だけが記され、不合格科目は、科

目名、評価記号とも記載されません。 
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Ⅴ カリキュラム(教育課程)と履修方法 
 

（１）文学研究科 

 

１）歴史学・文化財学専攻 博士前期課程 

 

① 教育課程の特色 

 歴史学・文化財学専攻では、共通科目（第１類）、日本史（第２類）、アジア史、ヨーロッパ・

アメリカ史（第３類）、文化財（第４類）の４つの類を配置し、履修上の便宜を図っています。 

 第１類には、研究のための基礎科目として「歴史学・文化財学研究方法論」を、また研究がその

時々の国際関係や、他国の政治・経済・思想・文化全般を視野に入れたものとなるよう「比較思想

史論」「国際関係史論」を配置しています。京都の歴史・文化研究も教育研究上の重点の一つであ

り、「京都の歴史・文化研究」を開設しています。京都の歴史・文化の発展に関する研究は、日本

人学生が日本の歴史と文化を具体的に身近なものとして解明するために必要なことであるばかり

でなく、外国人留学生の場合であってもそれを深く認識することによって学問的・文化的国際交流

にも資することとなります。 

 

 第２類においては、各時代史別に研究科目を設置し、文献史料を深く読み解くための「古文書研

究」「日本史史料講読」と組み合わせることで、日本史上のどのような分野でも深く学べるよう配

慮されています。また、日本の歴史と文化の形成・発展の過程は、アジアやヨーロッパ・アメリカ

等との国際交流を無視して捉えることはできないため、第３類の諸科目との相乗効果も念頭におか

れています。第４類の「古文書・史料学研究」等、文化財学の関連科目との連携も有効でしょう。 

 

 第３類のアジア史では、東アジア世界の政治・思想・社会および本学の特色でもある女性史につ

いて、主として中国の近世・近代にウエイトをおいて教育・研究を進めていきます。また、イスラ

ム時代の中央アジア・西アジア、東西の交渉についても文献史料の講読を通じて研究できるよう配

慮されています。 

 ヨーロッパ・アメリカ史では、主として近世から近代にかけての時代を中心にしながら、それぞ

れの地域と国家の独自の発展過程を明らかにすることはもちろんですが、国家相互間における政治

的・経済的・思想的・文化的な交流関係の解明に力点をおき、また欧米諸国の発展過程が日本にど

のような関係をもちながら進行したかにも注目しながら教育研究を進めていきます。 

 

 第４類の文化財学では、考古学・古文書・美術工芸史・修復史跡整備などの方法論によって、文

化財の歴史的変遷とその保存方法について研究を行います。遺跡を中心とする考古資料の調査研

究、近世を中心とした古文書の調査研究、寺社に伝世されている美術工芸資料の調査研究、これら

の文化財を後世に残してゆくための修復技術や遺跡整備方法論の研究、の４分野に対し各「資料（史

料学）研究」が設置されているほか、日本のみならず広く東アジア圏を視野に入れて研究を深める

ため「東アジア文化財研究」を開設しています。 

 

 本課程の中心軸の一つである女性史研究に関しては、第２類、第３類の日本史、アジア史、ヨー

ロッパ・アメリカ史のそれぞれの分野に、女性史関係科目が配置されています。女性史研究におい

て西日本のセンター的役割を果たしている｢京都橘大学女性歴史文化研究所｣とも緊密な連携を保
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ちながら教育・研究を行います。 

 

② 科目履修について 

 授業科目の履修については、履修規程に定めるものの他、特別研究以外の授業科目の履修は研究

指導担当教員の指導を受けなければなりません。 

 

 第１類の「歴史学・文化財学研究方法論」は、どの類の「特別研究」を履修する者も可能な限り

履修することが望まれます。 

 

 第２類、第３類、第４類の間では相互に関連のある科目を積極的に履修してください。一方、女

性史をテーマとする者は、第２類、第３類で開講される女性史関連科目を必ず履修しなければなり

ません。また、言語文化専攻の開講科目を履修することも認められています。有用な関連科目があ

れば積極的に履修し、より広い視野での研究を心がけてください。 

 

 外国人留学生は各人の日本語能力に応じて、学部で開講している「日本語Ⅰ～Ⅳ」および「日本

事情Ⅰ～Ⅳ」を聴講することができます。 

 

③ 修士論文審査基準・課題研究審査基準について 

［修士論文審査基準］ 
1) 先行研究が十分にふまえられ、テーマ設定が明確であるか 
2) 分析・検討が、十分におこなわれているか 
3) 分析視点に何らかの独創性があるか 

 

［課題研究審査基準］ 
1) テーマ設定が明確であるか 
2) 分析・検討が、十分におこなわれているか 
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④ カリキュラム表 

＜歴史学・文化財学専攻 博士前期課程＞    （資料２） 

 科   目   名 単位 修  了  要  件 

一 

 

 

類 

歴史学・文化財学研究方法論Ⅰ 
歴史学・文化財学研究方法論Ⅱ 
比較思想史論Ⅰ 
比較思想史論Ⅱ 
国際関係史論Ⅰ 
国際関係史論Ⅱ 
京都の歴史・文化研究Ⅰ 
京都の歴史・文化研究Ⅱ 

２ 
２  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 

 特別研究は２年間でのべ８単位を修得しなければ

ならない。 

 

 特別研究８単位以外に２２単位以上を修得しなけ

ればならない。また２２単位の内には他専攻の科目

(※)を含めてもよい。 

 

 特別研究を履修する類からは、特別研究８単位以

外に１２単位以上を修得するのが望ましい。 

 

 １類からは４単位以上を修得するのが望ましい。

 

 以上、 合計３０単位以上を修得し、修士論文また

はこれに代わる研究成果を提出し、学位論文審査お

よび最終試験に合格しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 他専攻とは言語文化専攻をさす。文化政策学研

究科、看護学研究科(他研究科)は含まない。 

二 

 

 

類 

日本古代史研究Ⅰ 
日本古代史研究Ⅱ 
日本中・近世史研究Ⅰ 
日本中・近世史研究Ⅱ 
日本近・現代史研究Ⅰ 
日本近・現代史研究Ⅱ 
日本女性史研究Ⅰ 
日本女性史研究Ⅱ 
古文書研究Ⅰ 
古文書研究Ⅱ 
日本史史料講読Ⅰ 
日本史史料講読Ⅱ 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
各２

三 

 

 

類 

アジア政治社会史研究Ⅰ 
アジア政治社会史研究Ⅱ 
アジア文化史研究Ⅰ 
アジア文化史研究Ⅱ 
アジア女性史研究Ⅰ 
アジア女性史研究Ⅱ 
アジア史史料講読Ⅰ 
アジア史史料講読Ⅱ 
ヨーロッパ中・近世史研究Ⅰ 
ヨーロッパ中・近世史研究Ⅱ 
ヨーロッパ・アメリカ近代史研究Ⅰ
ヨーロッパ・アメリカ近代史研究Ⅱ
ヨーロッパ・アメリカ女性史研究Ⅰ
ヨーロッパ・アメリカ女性史研究Ⅱ
ヨーロッパ・アメリカ史史料講読Ⅰ
ヨーロッパ・アメリカ史史料講読Ⅱ
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
各２

四 

 

 

類 

考古資料研究Ⅰ 
考古資料研究Ⅱ 
古文書・史料学研究Ⅰ 
古文書・史料学研究Ⅱ 
美術工芸資料研究Ⅰ 
美術工芸資料研究Ⅱ 
修復・史跡整備資料研究Ⅰ 
修復・史跡整備資料研究Ⅱ 
東アジア文化財研究Ⅰ 
東アジア文化財研究Ⅱ 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 

 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
 ２ 
各２
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２）言語文化専攻 修士課程 

 

① 教育課程の特色 

 言語文化専攻は、日本語日本文学科と英語コミュニケーション学科を土台とし、基本的に日本文

学・日本語学および書道関連科目と、英米文学・英語学・英語教育学関連科目を配置していますが、

かならずしも学部の枠にこだわらず、学際的学修を奨励しています。とくに重点をおいているのは、

「女性文化・文学研究」「京都の文化・文学研究」「文字文化・書法研究」「日本語教育の基礎と

しての日本語学」および「異文化・異言語間の比較研究」などです。 
 

 また本課程は、「京都橘大学女性歴史文化研究所」と緊密な連携を保ちながら、言語文化研究に

女性学の観点を取り入れることを専攻カリキュラムの特色のひとつとしています。「女性文化・文

化史研究」を開講するとともに、その他の講義および研究指導においても、女性文化・文学研究を

重視しています。学生のみなさんは、こうした特色を意識しながら履修計画を立ててほしいと思い

ます。 
 

 京都の研究については、本学はすでにいくつかの学術的研究成果を挙げてきました。本課程にあ

る関連講義科目とともに、京都を中心とする日本古典文学文化の研究は、日本人学生だけでなく、

京都に留学を志望する外国人留学生にとっても意義ある科目です。 
 

 本学では、「言語教育センター」を設置していることにより、異文化・異言語の比較研究を深め

るための態勢と条件も整備されています。本課程にある文化論や言語学、言語教育学関連の諸科目

は、これらの条件の上に立ったものです。近年の日本語教師志望学生の増加にかんがみ、日本語学

関係の科目を強化しています。この分野では外国人大学院生も増加しており、これら留学生との交

流により、異文化比較および日本語教育の生きた学習ができます。 
 

 また、教育の現場で働きながらさらに語学教育能力を高めたいという社会の要請を受け、社会人

入学生を視野に入れた「英語教育研究」や「英語表現演習」を設けました。社会人にかぎらず、将

来教員を目指している学生にも非常に有益です。 
 

 さらに、本学日本語日本文学科の特色である書道コースの成果を修士課程にも反映させて、「漢

字文化論」、「かな文化論」、「書法演習」等を開講していることも特色のひとつです。 
 

 現在のカリキュラムでは、学生の授業選択に関する制限をできるだけ少なくし、論文執筆に専念

できる時間的なゆとりを持たせるとともに、専門の研究テーマに関係のある授業だけを自由に受講

できるようにしてあります。学生のみなさんには、研究テーマを従来の学科や学問の範囲内に限定

せず、学際的な視野でとらえて様々な関連科目を受講することを期待します。たとえば日本語日本

文学を専攻する学生の中で、日本語と英語の対照研究をしようとする学生や、日本文学を世界的な

視野において研究しようとする学生は、積極的に英語学・英文学関係の授業に出るのが望ましいし、

中古・近世・近代の文学を対象とする学生は、歴史学専攻課程で開講されている平安時代・江戸時

代・近現代についての日本史の授業を受けることが有益でありましょう。また、英米言語文化を専

攻する学生の中で、英文学を研究する学生は、研究の対象とする時代と同時代の日本文学の授業を

是非受けてほしいし、英語学を研究する学生は、日本語学の知識も身につけてほしいと思います。

英語教育を学ぶ学生にとって、日本語教育の知識と実践が有益なのは言うまでもありません。 
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② 科目履修について 

 授業科目の履修については、履修規程に定めるものの他、特別研究以外の授業科目の履修は研究

指導担当教員の指導を受けなければなりません。上記の変更に伴って、以前の「類」は廃止されま

したが、大きな枠として「専攻共通科目群」、「日本言語文化（日本文学、日本語学）」、「書道」、

「英米言語文化（英米文学・英米文化、英語学、英語教育）」があります。「教育課程の特色」に

もあるように、学生は本専攻および他専攻の科目から自由に選択して受講することができますが、

「特別研究」を含む枠から８単位以上履修するのが望まれます。 

 外国人留学生は、本人の日本語能力に応じて学部で開講している「日本語Ⅰ～Ⅳ」および「日本

事情Ⅰ～Ⅳ」を聴講することができます。 
 
③ 修士論文(作品)審査基準・課題研究審査基準について 

［修士論文・修了作品審査基準］ 
1) 先行研究（作品）が十分にふまえられ、テーマ設定が明確であるか 
2) 分析・検討が、十分におこなわれているか 
3) 分析視点に何らかの独創性があるか 

 

［課題研究審査基準］ 
1) テーマ設定が明確であるか 
2) 分析・検討が、十分におこなわれているか 
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④ カリキュラム表 

＜言語文化専攻 修士課程＞ 

 科   目   名 単位 修  了  要  件 

共 
 

通 

比較文化論Ⅰ 
比較文化論Ⅱ 
女性文化・文化史研究Ⅰ 
女性文化・文化史研究Ⅱ 
京都の歴史・文化研究Ⅰ 
京都の歴史・文化研究Ⅱ 
言語文化研究Ⅰ 
言語文化研究Ⅱ 
応用言語学研究Ⅰ（異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論）

応用言語学研究Ⅱ（教育実践研究） 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 

 特別研究は２年間でのべ８単位を修得しなければ

ならない。 

 

  特別研究８単位以外に２２単位以上を修得しなけ

ればならない。ただし、特別研究を履修する分野（表

の枠内）から８単位以上を修得するのが望ましい。ま

た２２単位の内には他専攻の科目(※)を含めてもよ

い。 

 

 合計３０単位以上を修得し、修士論文またはこれ

に代わる研究成果を提出し、学位論文審査および最

終試験に合格しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 他専攻とは歴史学･文化財学専攻をさす。文化政策学研

究科、看護学研究科(他研究科)は含まない。 

日

本

言

語

文

化 

日本文学研究Ⅰ（古典文学） 
日本文学研究Ⅱ（古典文学） 
日本文学研究Ⅲ（古典文学） 
日本文学研究Ⅳ（古典文学） 
日本文学研究Ⅴ（近現代文学） 
日本文学研究Ⅵ（近現代文学） 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（古典文学） 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（近現代文学）

日本語学研究Ⅰ（日本語） 
日本語学研究Ⅱ（日本語） 
日本語学研究Ⅲ（日本語教育） 
日本語学研究Ⅳ（日本語教育） 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（日本語学） 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
各２
各２
２ 
２ 
２ 
２ 
各２

書

道 

漢字文化論Ⅰ 
漢字文化論Ⅱ 
かな文化論Ⅰ 
かな文化論Ⅱ 
書法演習Ⅰ（漢字） 
書法演習Ⅱ（漢字） 
書法演習Ⅲ（かな） 
書法演習Ⅳ（かな） 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（書法） 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
各２

英

米

言

語

文

化 

英米文学研究Ⅰ（文学研究） 
英米文学研究Ⅱ（文学研究） 
英米文学研究Ⅲ（英米文化論） 
英米文学研究Ⅳ（英米文化論） 
英米文学研究Ⅴ（英米文化論） 
英米文学研究Ⅵ（英米文化論） 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（英米文学・文化） 
言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学研究Ⅰ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論）

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学研究Ⅱ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論）

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学研究Ⅲ（英語学） 

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学研究Ⅳ（英語学） 

英語教育研究Ⅰ（英語教育方法論） 
英語教育研究Ⅱ（教材開発論） 
英語教育研究Ⅲ（英語運用機能形成論） 

英語教育研究Ⅳ（英語運用機能形成論） 

英語表現演習Ⅰ（音声） 
英語表現演習Ⅱ（音声） 
英語表現演習Ⅲ（翻訳・文体） 
英語表現演習Ⅳ（翻訳・文体） 
特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（英語教育研究）

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
各２
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
各２
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３）歴史学・文化財学専攻 博士後期課程 

 

① 教育課程の特色 

 文学研究科歴史学･文化財学専攻博士後期課程に開設する諸科目は、日本史を中心にしつつ、古

代から近代までの「社会文化論特殊演習」科目を配置することにより、政治史･社会経済史と文化

との相関を視野におさめた教育研究を行えるものにしています。 

 より高度な歴史学研究が可能となるよう、「歴史資料学特殊演習」科目を配置しています。この

中には、古文書･古記録の文献史料はもとより、考古資料、美術工芸資料といった文献以外の歴史

資料をも対象とした特殊演習科目を開設しています。比較史的な視野を獲得するため、アジアおよ

びヨーロッパの「社会文化論特殊演習」科目を同様に開設しています。 

 女性史研究は、博士前期課程にも講義科目として位置づけられていますが、これをさらに発展さ

せる形で、博士後期課程では、研究方法の修得に力点を置いた「女性史特殊演習」科目を設け、日

本、アジア、ヨーロッパにわたる女性史研究を包括的に行い得る教育研究体制をとっています。 

 

② 履修方法および研究指導方法 

 歴史学・文化財学専攻博士後期課程の学生は、研究指導担当教員による「特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

（各４単位）を３年間にわたり計１２単位履修、および「特殊演習」（４単位）を履修することに

より、計１６単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて、博士論文を提出することとなり

ます。なお、「特殊演習」の選択に際しては、研究指導担当教員の指導を受けてください。また、

学生の研究分野にもっともふさわしく、かつ研究の広がりやさらなる飛躍のために必要と考えられ

る場合は、複数の「特殊演習」の履修を指導します。 

 

 大学院入試の際に提出されている「研究計画概要」に基づいて、各々の学生の研究指導担当教員

を決定します。その際、各学生の希望を考慮しながら、研究の進展に最も適した陣容を整えたもの

とするよう配慮します。なお、研究指導担当教員は、「特別研究」を担当する教員１名を主担当と

し、他に研究分野の異なる教員も含め２名の副担当を決め、複数で指導を行います。研究指導担当

教員は、あらかじめ定められた時間に行う「特別研究」において定期的に学生の研究内容、研究経

過に関する研究指導を行うとともに、「特別研究」以外の場においても、必要に応じて随時研究指

導を行います。 

 

 歴史学・文化財学専攻博士後期課程の学生には、その修了時に京都橘大学学位規程により博士（文

学）の学位を授与しますが、そのために必要な博士論文の作成、提出に向けては、研究指導担当教

員による段階的な指導を不断かつ計画的に行います。 

 

 博士後期課程における研究は、博士前期課程段階での修士論文がその出発点になりますが、その

前期課程における成果を起点とし、より深くかつスケールの大きな研究上の発展が求められます。

そのためには、後期課程入学当初より個々の研究課題が確立していることが望ましいですが、研究

途上において一部の変更や追加等も必要に応じて行えるよう配慮します。 

 

 博士後期課程での指導は、「特別研究」における学生の発表とそれに対する指導が中心となりま

すが、それに加えて、随時小論文を課し、学内学会での発表の機会や大学院生合同の発表の場を設

ける等の指導を行います。自主的な研究会活動や学内外の学術雑誌への論文投稿を経験することも

必要です。そして、それらに基づき学生自らが研究をまとめ上げていく過程を中間的に点検し、よ

り包括的な指導を行うため、適宜研究経過の発表を義務づけます。２回生の６月には定期発表会を
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開催し、それまでの研究成果の発表を行います。 

 

 さらに、各年度の１月末には「研究成果報告書」の提出を義務づけ、次年度以降の研究指導に活

用します。加えて博士論文の提出に先立って、修了年度の６月に予備論文の提出を課し、それによ

って博士論文提出の可否を判断し、最終年度に必要な指導を重ねて博士論文に結びつけます。 

 

 なお、これら研究発表の機会や経過報告・予備論文の審議には、研究指導主担当の教員および副

担当教員の参加は当然のことながら、複数指導体制の利点を生かして、研究科の教員全体により、

学生の学問研究の幅の広がりが可能となるようにします。 

 

③ 博士論文審査基準について 

1) 先行研究が十分にふまえられ、テーマ設定が明確であるか 
2) 分析・検討が、論理的に一貫性を持って、十分におこなわれているか 
3) 分析視点および分析結果に、独創性があるか 
4) 一定の公表実績があるか 

 

④ カリキュラム表 

＜歴史学・文化財学専攻 博士後期課程＞ 

 

科   目   名 

 

単位

 

修  了  要  件 

 

[日本史分野] 

  日本古代社会文化論特殊演習  

  日本中世社会文化論特殊演習 

  日本近世社会文化論特殊演習       

  日本近代社会文化論特殊演習    

  日本女性史特殊演習    

  歴史資料学特殊演習Ⅰ(古文書・古記録） 

  歴史資料学特殊演習Ⅱ(考古資料） 

  歴史資料学特殊演習Ⅲ（美術工芸） 

[東洋史分野] 

  アジア社会文化論特殊演習 

  アジア女性史特殊演習 

[西洋史分野] 

  ヨーロッパ社会文化論特殊演習 

  ヨーロッパ女性史特殊演習         

  

  特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

 

 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

   

 ４ 

 ４ 

    

 ４ 

 ４ 

   

各４

 

 

 

 

        

 特別研究１２単位、特別研究以外の科目か

ら４単位、合計１６単位以上を修得し、かつ

博士論文を提出し、学位論文審査および最終

試験に合格しなければならない。 
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（２）文化政策学研究科 

 

１）文化政策学専攻 博士前期課程 

 

① 教育課程の特色 

 博士前期課程のカリキュラムは、「文化政策・文化経済分野」と「文化開発・文化マネジメント

分野」に大きく分けられた上で、各分野の開講科目が「基幹科目」と「展開科目」に分類されてい

ます。さらに、文化政策学研究科の大きな特色となる、両分野を横断する「課題研究（リサーチ・

プロジェクト）」により構成されています。 
 

 「文化政策・文化経済分野」では、価値観の変化と多様性に対応し、市民一人ひとりの個性の開

発とその共存システムに関わる公共政策を「文化政策」としてとらえた上で、経済面における文化

的要素の分析や文化が経済に及ぼす影響、文化による経済発展といった「文化経済学」の視点を融

合させた教育・研究を進めます。文化産業を基盤とするまちづくりや地域活性化策の具体化が、こ

の分野における中心テーマとなります。 

 

 「文化開発・文化マネジメント分野」では、より実務的・実践的側面から「文化政策」の教育・

研究を進めます。「文化経済学」における経営的側面に焦点をあてた文化事業の経営ノウハウやア

ートマネジメント、文化的要素の商品化といった教育・研究と、市民一人ひとりの個性とその共存

システムの開発という「文化開発」の視点を融合させた教育・研究を展開します。具体的で問題意

識に富む研究課題に対応できるように、マーケティングや法的・行政的手法、知的財産の継承・発

展に向けた大学教育行政などの科目も加え、現実性の高い実務処理能力の養成にも配慮していま

す。 

 各々の分野に「基幹科目」と「展開科目」が配置されています。基幹科目は、それぞれの分野の

基本的かつ基幹的な科目群で構成されています。これらの科目群により、文化政策に関わる研究

者・研究職あるいは高度職業人としての基礎的かつ専門的素養を身につけます。展開科目では、広

域的・学際的、また歴史的・国際的な視野を持った実践的な研究を行います。これらの科目では、

複数教員担当制やワークショップ、フィールドワーク形式などによる授業が展開されます。 

 

 「文化政策学」の研究スタイルの特色は、単に学際的であるだけでなく、現実が生む実際的な問

題との応答を通じて、その解決策を工夫し練り上げていくところにあります。そのため、「課題研

究(リサーチ・プロジェクト)」では、専門分野の異なる複数の教員が担当し、研究テーマに応じて

ワークショップ、リサーチ、フィールドワークなどさまざまな方法を用いて研究を進めていきます。

さらに、研究科内の相互交流を活発に行うととともに、本学文化政策研究センターや学内外の機関

とのアド・ホックなプロジェクトに積極的に参加していきます。本学は、歴史文化都市・京都に位

置し、伝統文化を生かすまちづくりなどの文化政策を実践的に体験できるほか、京都・滋賀・奈良・

大阪などの多様性に富んだ自治体において、政策研究の豊富なフィールドワークを行うことのでき

る環境を有しています。 

 

② 科目履修について 

 修士の学位を取得するには、「文化政策・文化経済分野」「文化開発・文化マネジメント分野」

の基幹科目からそれぞれ４単位以上、および分野に関わりなく展開科目から４単位以上、合計 

２２単位以上を修得し、研究指導を担当する教員による「課題研究(リサーチ・プロジェクト)Ⅰ・
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Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」(各２単位)計８単位を修得（合計３０単位以上の修得）したうえ、必要な研究指導を

受けて修士論文を提出し、学位論文審査および最終試験に合格しなくてはなりません。 
 

 なお、授業科目の履修については、履修要件に定めるものの他、研究指導担当教員と相談もして、

また修士論文の課題や執筆計画も念頭において、体系的かつ総合的に選択してください。とくに社

会人学生や留学生については、学部で開講している科目についても聴講してください。 
 

 修士論文は、研究指導と課題研究（リサーチ・プロジェクト）を軸に、また研究科・学部・文化

政策研究センターなどでの企画や研究プロジェクト、さらに外部との共同研究などに参加し、指導

を受けつつ、自ら研究を進める中で作成・完成させてください。その過程で専任スタッフはいうに

およばず、ゲストスピーカーなど、研究科を基点とするネットワークを通じて、様々な便宜と機会

を活用してください。 

 

③ 修士論文審査基準について 
1) 問題意識が明確で、適切な課題設定がなされている。 
2) 分析や検討、展開が論理的で理論的であり、一貫性と総合性を保っている。 
3) 先行研究（制作を含む）を踏まえた上で、独自の結論が導かれている。 
4) 学術研究論文に相応しい体裁（章や節の組み立て、脚注や引用方法など）を整えている。 
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④ カリキュラム表 

＜文化政策学専攻 博士前期課程＞ 

分野等 科  目  名 単位 修了要件 

文 

化 

政 

策 

・ 

文 

化 

経 

済 

分 

野 

基 

 

幹 

 

科 

 

目 

文化政策・文化産業Ⅰ・Ⅱ 

文化産業政策Ⅰ・Ⅱ 

文化経済・財政Ⅰ・Ⅱ 

まちづくり政策Ⅰ・Ⅱ 

観光文化振興策Ⅰ・Ⅱ 

都市建築文化Ⅰ・Ⅱ 

建築設計Ⅰ・Ⅱ 

地域経済・地域開発Ⅰ・Ⅱ 

地域情報・経済統計Ⅰ・Ⅱ 

地理情報システムⅠ・Ⅱ 

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

 

 研究指導を担当する教員による課題研究(リサ

ーチ・プロジェクト)Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ各２単位、計８単位

を修得しなければならない。 

 

 文化政策･文化経済分野、文化開発･文化マネジメ

ント分野の基幹科目からそれぞれ４単位以上、およ

び分野に関わりなく展開科目から４単位以上、合計

２２単位以上を修得しなければならない。 

 

 以上、合計３０単位以上を修得し、かつ必要な

研究指導を受けた上で修士論文を提出し、学位論

文審査および最終試験に合格しなければならな

い。 

展 

開 

科 

目 

文化事情Ⅰ・Ⅱ 

比較文化社会学Ⅰ・Ⅱ 

地域社会文化史 

文化政策学特殊講義 

各２

各２

 ２ 

 ２ 

文 

化 

開 

発 

・ 

文 

化 

マ 

ネ 

ジ 

メ 

ン 

ト 

分 

野 

基 

 

幹 

 

科 

 

目 

文化開発・文化理論Ⅰ・Ⅱ 

社会文化Ⅰ・Ⅱ 

アートマネジメントⅠ・Ⅱ 

現代マーケティングⅠ・Ⅱ 

企業福祉文化Ⅰ・Ⅱ 

地域環境法政策Ⅰ・Ⅱ 

文化行政Ⅰ・Ⅱ 

大学教育行政Ⅰ・Ⅱ 

教育と人権Ⅰ・Ⅱ 

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

各２

展 

開 

科 

目 

ボランティア・非営利組織Ⅰ・Ⅱ 

環境システムⅠ・Ⅱ 

会計学Ⅰ・Ⅱ 

起業企画 

各２

各２

各２

 ２ 

 

 

課題研究(リサーチ・プロジェクト)Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ 

 

各２
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２）文化政策学専攻 博士後期課程 

 

① 教育課程の特色 

 博士後期課程のカリキュラムは、「文化政策・文化経済分野」と「文化開発・文化マネジメント

分野」のそれぞれにおいて、「基幹科目」により構成されます。あわせて、担当教員による研究指

導を受けることにより、政策立案能力、高度なマネジメント能力・ビジネス開発能力のほか、教育・

研究のための指導能力を身につけることを目標としています。 

 また土曜日や平日６講時(18:00～19:30)にも科目を配置し、社会人が勤務をしながらでも通学で

きるように配慮した柔軟な開講システムを採用しています。 

 

② 履修方法および研究指導方法 

「文化政策・文化経済分野」「文化開発・文化マネジメント分野」のいずれかの分野から４単位以

上を修得し、研究指導を担当する教員による必要な研究指導を受けた上で博士論文を提出して、学

位論文審査および最終試験に合格すれば、博士の学位を得ることができます。 

 その他、履修に際しては特色ある教育・研究制度を設け、高度な教育・研究能力、実務遂行能力

の修得ができるように配慮しています。 

 たとえばラボラトリー形式の研究方法とは、社会的ニーズに対応したり、社会を先取りするよう

な先駆的で実践的な研究の場をつくって研究活動を実施するものです。具体的には、大学院生の研

究課題に応じて、専任教員だけでなく外部の協力者も交えて研究指導チームを編成し、産・官・学・

民(市民)の連携の上で研究を進めていきます。 

 企業や自治体との研究プロジェクトや学内外の研究所・研究センターなどとの協同企画のほか、

大学院生自らが将来において起業するためのさまざまな連携企画も考慮します。また、起業につい

ても、営利活動に限定するものではなく、ＮＰＯ・ＮＧＯの組織や運動とも連携し、ボランタリズ

ムに則った活動や企画にも広げていきます。 

 研究指導は、主担当である研究指導担当教員とともに、他の教員も交えて、定期的に学生の研究

内容・経緯について報告を受けるとともに、必要に応じて研究科・学部・文化政策研究センターな

どでの企画や研究プロジェクト、さらに外部との共同研究などに参加し、研究を分担する過程で行

われます。 

 各年度１月末には「研究成果報告書」を提出したうえで、次年度以降の研究指導を受けることに

なります。 

 博士論文の作成・提出に向けては、段階的・計画的な、かつ個別・専門的で集団・総合的な指導

を受けなくてはなりません。随時小論文（ディスカッション・ペーパー）を作成したり、学内の研

究会や全国学会での発表、さらには学術雑誌における論文の掲載が義務づけられます。 
 
③ 博士論文審査基準について 
＜課程博士＞ 

1) 研究成果が学術的な貢献や社会的な意義を有している。 
2) 研究成果が、独創性、論理性、体系性、実証性、新規性などの観点において優れている。 
3) 課題設定と問題意識の対応、課題解明と研究方法の対応、先行研究の整理・評価と結論の 

整合性などが保たれている。 
4) 章や節の組み立て、脚注や引用方法、著作権への配慮など、学術論文としての体裁が 

保たれている。 
5) 小論文の作成、学内外での研究会や学会大会での発表、学術雑誌における論文掲載などの 

研究業績がある。 
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＜論文博士＞ 
1) 公刊済みの単著本でもって申請することを原則とする。ただし予備審査の段階では、 

校正紙ないし出版証明書の添付でもってこれに代えることができる。 
（予備論文提出規定との整合性） 

2) 学位授与審査基準および博士論文審査基準は課程博士の場合に準じるものとする。 
3) 学位授与審査については、本研究科博士後期課程修了生と同等以上の学力を有すると認め 

られることを含む。 
4) これまでの研究業績の社会的な評価が確認できる。 

 

④ カリキュラム表 

＜文化政策学専攻博士後期課程＞ 

 

分野等 

 

科  目  名 

 

単位

 

修 了 要 件 

 

 

文 

化 

政 

策 

・ 

文 

化 

経 

済 

分 

野 

 

 

 

 

基 

 

幹 

 

科 

 

目 

 

文化政策・文化産業特論Ⅰ 

文化政策・文化産業特論Ⅱ 

文化経済・財政特論Ⅰ 

文化経済・財政特論Ⅱ 

まちづくり政策特論Ⅰ 

まちづくり政策特論Ⅱ 

都市建築文化特論Ⅰ 

都市建築文化特論Ⅱ 

建築設計特論Ⅰ 

建築設計特論Ⅱ 

地域経済・地域開発特論Ⅰ 

地域経済・地域開発特論Ⅱ 

地域情報・経済統計特論Ⅰ 

地域情報・経済統計特論Ⅱ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 文化政策・文化経済分野、文化開発・文化マ

ネジメント分野のいずれかから４単位以上を修

得しなければならない。        

 

 研究指導を担当する教員による必要な研究指

導を受けた上で博士論文を提出し、学位論文審

査および最終試験に合格しなければならない。

 

文文 

化化 

マ開 

ネ発 

ジ・ 

メ 

ン 

ト 

分 

野 

 

 

基 

 

幹 

 

科 

 

目 

 

文化開発・文化理論特論Ⅰ 

文化開発・文化理論特論Ⅱ 

社会文化特論Ⅰ 

社会文化特論Ⅱ 

現代マーケティング特論Ⅰ 

現代マーケティング特論Ⅱ 

企業福祉文化特論Ⅰ 

企業福祉文化特論Ⅱ 

地域環境法政策特論Ⅰ 

地域環境法政策特論Ⅱ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

研究指導 
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（３）看護学研究科 

 

１）看護学専攻 修士課程 

 

① 教育課程の特色 

看護学研究科では、課程修了後の進路を明確にするために２つのコースを設定しています。 

 １つは、本研究科を修了後、教育・研究・実践に携わる研究者や病院等で看護管理や指導的役割

を担う人材の育成をめざすコース【研究コース】です。２つ目は、専門看護師の資格を取得するた

めのコース【専門看護師（母性看護）コース】【専門看護師（老人看護）コース】です。特に専門

看護師（母性看護）コース・専門看護師（老人看護）コースでは、病院や福祉施設における臨地実

習を重視したカリキュラムを編成しており、それぞれの専門分野で必要な卓越した看護実践能力、

倫理的判断能力、総合的な調整能力等を開発するための実習を行います。実習は、各自の専攻領域

に応じて、研究指導教員と相談の上、課題・実習計画を定め、研究指導教員の指導のもとで実施し

ます。実習の場所や期間は、専攻領域や研究テーマ、能力等に応じて決定します。実習にあたって

は、実習施設に対し、大学院生の専攻領域で看護実践の経験が豊富で、高度な知識、コンサルテー

ション、調整などを行うことができる実習指導者を委嘱します。 

 また、専門看護師（母性看護）コース・専門看護師（老人看護）コースでは、特定の課題につい

ての研究成果（課題研究報告書）をもって、修士論文に代えることができます。この場合、大学院

生は看護の現場における実践を通した詳細な事例研究と検証を行い、これに対し、研究指導教員は

定期的に実習状況・内容、レポートなどによる評価を行い、大学院生に対するスーパーバイズを行

います。 

本研究科では、４つの分野（実践看護基礎学／実践看護応用学／次世代育成看護学／広域看護学）

を設定した上で、大学院生は、１分野について主たる専攻分野とすることで、対象のニーズに的確

に応え得る実践能力を持ち、なおかつ新しい看護の方法や看護学の新しい領域を研究・開発してい

ける能力を身につけていきます。なお、専門看護師（母性看護）コースでは次世代育成看護学を、

専門看護師（老人看護）コースでは実践看護応用学を、主たる専攻分野として選択します。 

 

 ４分野の具体的な内容は、下記のとおりです。また、４分野のほかに「共通基礎科目」群を設置

しています。 

◆ 実践看護基礎学 

看護学は実践の科学であり、本研究科の目的が高度専門職業人の養成であることから、実践

看護学の理論化を進め、学問としての位置づけを明確にしていかなければなりません。そのた

め実践看護基礎学においては、その目的・対象・方法について明らかにし、人々の健康に関与

する実践看護学の基礎となる知識体系と実践体系を教授します。講義や演習を通して、看護理

論や看護における情報などをもとに再考し、クライアント中心の看護を実現するためのあり方

について探求します。 

 

◆ 実践看護応用学 

看護を提供する対象の特性によって、看護の方法が大きく変わることを前提に、本分野では、

看護の対象、看護実践の場面の特性をとらえた実践方法の研究・開発および教育を行います。

特に現代社会において必要性の高いクリティカル看護学、生活習慣系看護学、精神看護学、老

年看護学を設定します。 

 クリティカル看護学においては、近年の医療科学技術の発展により増加している、集中ケア・
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緊急的ケアを提供する場面において、適切な倫理的配慮のもとに迅速かつ的確に判断し、高度

な専門技術に基づいた看護を提供することができる専門家を養成します。 

 生活習慣系看護学においては、現代社会で人々の健康生活で大きな課題となっている生活習

慣や生活の態様に関連して生じる健康障害の視点から援助体系を構築し、対象に適合した生活

支援・援助を行うことができる人材を育成します。 

 精神看護学においては、複雑な現代社会において増加する、心の健康問題を抱える人々に対

して、その健康障害の成り立ちや構造を解明し、予防や生活者が主体的に健康生活を志向する

看護方法を開発するとともに、その実践ができる人材を育成します。 

 老年看護学においては、高齢社会の我が国において、老年者の QOL（生活の質）の視点から

援助体系を構築する必要性を考慮し、幅広い保健医療福祉・行政等からのアプローチを行い、

社会のニーズに対応した老年看護の方法の研究・開発を実施し、適切に実践と指導ができる専

門職の養成を行います。 

 

◆ 次世代育成看護学 

少子化の現象は単に人口問題だけではなく、次世代育成に関して、母性の未発達化、育児能

力の欠如、児童虐待、子どもの健康障害など、多くの社会問題を生み出しています。これらに

対しては、保健医療福祉分野のみならず、教育・行政等からのアプローチも必要であり、看護

の受け持つ分野も大きいことが認められています。そこで、本分野では、次世代を健康に育成

していくための看護方法の研究・開発を行うとともに、看護専門職者としての実践能力および

指導能力を備えた人材を育成します。母性看護学と小児看護学の領域があります。 

 

◆ 広域看護学 

看護に対する社会からの期待や要請は、近年その内容が変化してきていますが、こうした変

化に対応する看護の役割・機能を遂行し、発展させるための方法の研究・開発と人材の育成を

行う分野です。 

 まず、地域看護学においては、地域で暮らす住民の健康や保健行動には、その地域の地理的

特性・文化・歴史的特性・健康観・価値観・生活様式などが複雑に関与している中で、地域住

民の生活を整え、健康生活を支援するために、集団や共同体などの地域特性との関連性を中核

にした看護の方法を研究・開発します。研究対象にはスピリチュアルケアや在宅看護を含みま

す。 

 また、社会における看護の機能には、①看護学の学問体系の構築や看護職者の育成を担う看

護教育的側面、②看護を実践する上でのケア提供体制の構築や維持を担う看護管理的側面、③

国内における異文化の国の人々への看護、あるいは国外における看護ニーズに対応するための

研究・開発的側面があります。こうした側面へのアプローチを行っていくために、看護教育学・

看護管理学・国際看護学の領域を設定します。 

 

◆ 共通基礎科目群 

看護学研究および人材育成について、幅広い視点を持って進めるために、また、大学院生が

それぞれの目的や研究の方向に沿って必要な学習ができるように「共通基礎科目」群を開講し

ています。また、この科目群において、日本看護系大学協議会による専門看護師教育課程審査

基準要項に基づく、専門看護師共通科目を中心とした教育・研究を行います。 

 

② 科目履修について 

・ 研究コース 標準修業年限以上在学し、共通基礎科目の選択必修６単位以上、主たる専攻分野
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以外の専門教育科目の講義系科目４単位以上、主たる専攻分野の専門教育科目の講義系科目４

単位以上および演習系科目６単位、特別研究１０単位を履修し、修士論文を提出し論文審査お

よび最終試験に合格しなければなりません。 

・ 専門看護師コース 標準修業年限以上在学し、共通基礎科目の選択必修８単位以上、主たる専

攻分野以外の専門教育科目の講義系科目２単位以上、主たる専攻分野の専門教育科目の講義系

科目および演習系科目で合計１２単位、実習６単位、課題研究２単位を履修し、課題研究レポ

ート等を提出し、その審査および最終試験に合格しなければなりません。 

 

◆ 社会人受け入れのための履修形態の弾力化 

 医療・看護分野における高度な専門的知識・能力を持つ人材の養成については、特に病院などの

医療機関に勤務する現職の看護職者の生涯教育・卒後教育やキャリア開発としても重要であるとい

う観点から、本研究科では、勤務の都合上昼間だけでは学修が困難と予測される人のために、大学

院設置基準第 14 条の規定を適用して履修形態を弾力化し、平日５・６講時や休日にも授業を行う

とともに、一定期間の集中的な開講や教育・研究指導などを実施して受講・履修の便宜をはかりま

す。 

 

◆ 複数教員による研究指導体制 

 本研究科では、看護学における新たな教育・研究領域を設定し、従来とは異なる側面から看護学

へアプローチを進めていくために、広範な視野と多様な視点からの研究指導が行えるように、研究

指導においては、学生一人ひとりに対し、専門性・学術性を深めるための主研究指導教員 1 名と、

それを補佐し学際的視野を広めるための副研究指導教員からなる複数教員による指導体制を採用

します。 

 主研究指導教員は、副研究指導教員と適切に連携を取りながら、大学院生の研究テーマの決定、

研究の実施、論文の作成、論文審査等の学生指導を進めていきます。 

 

③ 修士論文審査基準について 
  1) 独自のテーマ設定を行っているか。 
  2) 先行研究の十分な検討を行っているか。 
  3) 基礎的な研究・実験資料の集成のうえに立っているか。 
  4) 実証的な分析を行っているか。 
  5) 論理的な一貫性を持って記述しているか。 
  6) 論者自身の解釈や見解を明確に表明しているか。 
  7) 看護学実践の発展に貢献するものであるか。 
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④ カリキュラム表 

＜看護学専攻修士課程／研究コース＞ 

 
科  目  名 

単位 
形態 修 了 要 件 

必修 選択

共 

通 

基 

礎 

科 

目 

看護理論 
看護研究 
看護教育論 
コンサルテーション論 
看護管理論 
看護政策論 
看護倫理論 
看護の歴史 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 

 

 

30単位の履修を修了要件

とし、以下の条件を満た

すこと 

 

 

 

 標準修業年限以上在学

し、共通基礎科目の選択

必修6単位以上、主たる専

攻分野以外の専門教育科

目の講義系科目4単位以

上、主たる専攻分野の専

門教育科目の講義系科目

4単位以上および演習系

科目6単位、特別研究10単

位を履修し、修士論文を

提出し論文審査および最

終試験に合格すること。

専 

 

 

門 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

科 

 

 

目 

実

践

看

護

基

礎

学 

実践看護基礎学特論 
看護技術学 
実践看護基礎学演習Ⅰ 
実践看護基礎学演習Ⅱ 
実践看護基礎学演習Ⅲ 
実践看護基礎学特別研究 

 
 
 
 
 
10 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

講義 
講義 
演習 
演習 
演習 
演習 

実

践

看

護

応

用

学 

実践看護応用学特論Ⅰ（老年） 
実践看護応用学特論Ⅱ（成人・精神） 
クリティカル看護学 
生活習慣系看護学 
精神看護学 
実践看護応用学演習Ⅰ（成人・精神） 
実践看護応用学演習Ⅱ（成人・精神） 
実践看護応用学演習Ⅲ（成人・精神） 
実践看護応用学特別研究 
老年看護学Ⅰ 
老年看護学Ⅱ 
老年看護学Ⅲ 
実践看護応用学演習Ⅰ（老年） 
実践看護応用学演習Ⅱ（老年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
演習 
演習 
演習 
演習 
講義 
講義 
講義 
演習 
演習 

次

世

代

育

成

看

護

学 

次世代育成看護学特論 
小児看護学 
健康福祉ケア論 
周産期看護学 
女性健康看護学 
次世代育成看護学演習Ⅰ（小児看護・健康福祉ケア） 

次世代育成看護学演習Ⅱ（小児看護・健康福祉ケア） 

次世代育成看護学演習Ⅲ（小児看護・健康福祉ケア） 

次世代育成看護学演習Ⅰ（周産期） 
次世代育成看護学演習Ⅱ（周産期） 
次世代育成看護学演習Ⅲ（周産期） 
次世代育成看護学特別研究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
演習 
演習 
演習 
演習 
演習 
演習 
演習 

広

域

看

護

学 

国際看護学特論 
地域看護学特論 
看護教育学特論 
看護管理学特論 
広域看護学演習Ⅰ（国際・地域・教育・管理）
広域看護学演習Ⅱ（国際・地域・教育・管理）
広域看護学演習Ⅲ（国際・地域・教育・管理）
広域看護学特別研究 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

講義 
講義 
講義 
講義 
演習 
演習 
演習 
演習 



―27―

 

 

＜看護学専攻修士課程／専門看護師(母性看護)コース・専門看護師(老人看護)コース＞ 

 
科  目  名 

単位 
形態 修 了 要 件 

必修 選択

共 

通 

基 

礎 

科 

目 

看護理論 
看護研究 
看護教育論 
コンサルテーション論 
看護管理論 
看護政策論 
看護倫理論 
看護の歴史 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 

 

30単位の履修を修了要件

とし、以下の条件を満た

すこと 

 

【共通基礎科目】 

専門看護師コースでは、

「看護の歴史」を除く7科

目14単位のなかから4科

目8単位以上を履修する

こと。 

 

専門看護師（母性看護）

コースを希望する場合は

「次世代育成看護学」を

専攻分野とする。専門看

護師（老人看護）コース

を希望する場合は「実践

看護応用学」を主たる専

攻分野とする。 

 

【主たる専攻分野の専門

教育科目】 

講義系科目および演習系

科目で合計12単位以上、

実習6単位、課題研究2単

位を履修すること。 

 

【主たる専攻分野以外の

専門教育科目】 

講義系科目2単位以上を

履修すること。 

専 

 

 

門 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

科 

 

 

目 

実

践

看

護

基

礎

学 

実践看護基礎学特論 
看護技術学 
 

 ２ 
２ 

講義 
講義 

実

践

看

護

応

用

学 

実践看護応用学特論Ⅰ（老年） 
実践看護応用学特論Ⅱ（成人・精神） 
クリティカル看護学 
生活習慣系看護学 
精神看護学 
老年看護学Ⅰ 
老年看護学Ⅱ 
老年看護学Ⅲ 
実践看護応用学演習Ⅰ（老年） 
実践看護応用学演習Ⅱ（老年） 
実践看護応用学課題研究 
実践看護応用学実習（老年） 

２ 
 
 
 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
６ 

 
２ 
２ 
２ 
２ 
 

講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
演習 
演習 
演習 
実習 
 

次

世

代

育

成

看

護

学 

次世代育成看護学特論 
小児看護学 
健康福祉ケア論 
周産期看護学 
女性健康看護学 
次世代育成看護学演習Ⅰ（周産期） 
次世代育成看護学演習Ⅱ（周産期） 
次世代育成看護学演習Ⅲ（周産期） 
次世代育成看護学課題研究 
次世代育成看護学実習（周産期） 

２ 
 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
６ 

 
２ 
２ 
 

講義 
講義 
講義 
講義 
講義 
演習 
演習 
演習 
演習
実習 

広

域

看

護

学 

国際看護学特論 
地域看護学特論 
看護教育学特論 
看護管理学特論 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
 

講義 
講義 
講義 
講義 
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Ⅵ 研究計画～学位論文の執筆 
 

（１）研究計画と成果報告 

 

１）－１ 博士前期（修士）課程（文学研究科・文化政策学研究科） 

 

① 研究指導担当教員の決定 

 文学研究科および文化政策学研究科は大学院入試の際に提出している「研究計画概要」に基づい

て、学生各自の基本研究分野を確認するとともに、研究指導担当教員を決定します。 

  看護学研究科は大学院入試の際に提出している「志望理由書」に基づいて、学生各自の基本研究

分野を確認するとともに、研究指導担当教員を決定します。 

 

② 研究計画書の提出  博士前期（修士）課程１回生   

 毎年度の初めには、論文執筆を見通した長期計画と１年間の具体的な実施計画を内容とする「研

究計画書」を作成し、学務第１課に提出してください 

   「研究計画書」提出期限  ２０１１年 ４月２７日(水) 

    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

※ ただし、在職社会人で遠距離通学者については、指導教員を通じての提出を認めます 

（その場合も下記の通り体裁を整えること）。 

        正本１、副本１（コピー可）の計２部を、各々の表紙にレポート付票（学務第１課備

付）を貼付して提出してください。４００字詰め５枚程度の分量とします（ワープロ

可）。 

 

③ 修士論文等仮題目届の提出  博士前期（修士）課程１回生  

 次年度に修士論文（課題研究報告書等、Ｂ論文、Ｃ論文を含む）を提出しようとする者は、１回

生修了時に研究指導担当教員の承認を得たうえ、下記の期日までに、「修士論文等仮題目届」 

(６６ページ・書式１－１、１－２)を学務第１課に提出してください。 

   ｢修士論文等仮題目届」提出期限  ２０１２年 ２月１７日(金) 

    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

 

④ 修士論文中間発表会  博士前期（修士）課程２回生  

 毎年６～７月に修士論文中間発表会（博士前期課程・修士課程）を設けます。２回生時に、当該

時点での研究テーマ、論文の構想等について発表しなければなりません。 

 詳細日程については別途掲示します。 

   中間発表  毎年６～７月（研究科によって時期が異なります） 
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１）－２ 博士前期（修士）課程（看護学研究科） 

 

① 研究指導担当教員の決定 

  看護学研究科は大学院入試の際に提出している「志望理由書」に基づいて、学生各自の基本研究 

分野を確認するとともに、研究指導担当教員を決定します。 

 

② 修士論文等仮題目届の提出 

 次年度に「修士論文」または「課題研究レポート」を提出しようとする者は、研究指導担当教員

（主査）の承認を得たうえ、下記の４期のいずれかの期日（修士論文研究計画書の提出１か月前） 

までに、「修士論文等仮題目届」(Ｘ諸規定・書式の頁を参照)を提出してください。 

   ｢修士論文等仮題目届」提出期限  Ⅰ期：２０１１年１１月 １日(火) 

Ⅱ期：２０１２年 ３月 １日(木) 

Ⅲ期：２０１２年１１月 １日(木) 

Ⅳ期：２０１３年 ３月 １日(金) 

    ※ 受付時間 9:00～16:00 時間厳守。土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送による提出は認めません。ただし、指導教員を通じての提出を認めます。 

※ 提出部数と提出場所  提出部数：１部 提出場所：学務第３課 

 

③ 修士論文研究計画書の提出・審査 

 「修士論文研究計画書」（様式は自由）を下記の４期のいずれかの期日までに提出し、研究指導 

担当教員（主査・副査）による審査をうけてください。 

   ｢修士論文研究計画書」提出期限  Ⅰ期：２０１１年１２月 １日(木) 

                    Ⅱ期：２０１２年 ４月 ２日(月) 

                    Ⅲ期：２０１２年１２月 ３日(月) 

                    Ⅳ期：２０１３年 ４月 １日(月) 

    ※ 受付時間 9:00～16:00 時間厳守。土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送による提出は認めません。ただし、指導教員を通じての提出を認めます。 

    ※ 提出部数：正本１部、副本（コピー可）３部、合計４部 

    ※ 提出方法：各々の表紙にレポート付票（学務第３課備付）を貼付すること。 

    ※ 提出場所：学務第３課 

 

④ 修士論文研究計画書の看護研究倫理委員会審査 

(1) 研究指導担当教員（主査・副査）の審査をうけ、承認を得たうえ、看護研究倫理審査会提出    

の必要書類を下記の要領にて看護研究倫理委員会に提出し、審査を受けてください。 

     「修士論文研究計画書および看護研究倫理審査申請書類」提出期限  毎月１０日 

    ※ １０日が祝日または２日以上の連休初日にある時は、前日９日とし、１０日が２日 

以上の連休２日目以降にある時は、連休初日の前の日とします。 

    ※ 申請書類は学術情報課（平日 8:45～17:15）へ提出してください。 

    ※ 窓口への提出が困難な方は郵送での受付も行います。ただし、１０日必着とします。 

    ※ 申請書類には通し番号を記入してください。 

    ※ 申請に不備がある時は受理しません。 

 (2)審査日は原則として毎月第４火曜日１８時からとしています。 

   倫理委員会が必要と認めた時面接を行いますので学内で待機してください 
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２）博士後期課程 

 

① 研究指導担当教員の決定 

 大学院入試の際に提出している「研究計画概要」に基づいて、学生各自の基本研究分野を確認す

るとともに、研究指導担当教員を決定します。 

 

② 研究計画書の提出  博士後期課程１･２回生  

 毎年度の初めには、論文執筆を見通した長期計画と１年間の具体的な実施計画を内容とする「研

究計画書」を作成し、学務第１課に提出してください。 

   「研究計画書」提出期限  ２０１１年 ４月２７日(水) 

    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

※ ただし、在職社会人で遠距離通学者については、指導教員を通じての提出を認めます。 
（その場合も下記の通り体裁を整えること） 

        正本１、副本１（コピー可）の計２部を、各々の表紙にレポート付票（学務第１課備 

付）を貼付して提出してください。４００字詰め５枚程度の分量とします（ワープロ 

可）。 

 

③ 研究成果の報告  博士後期課程１～３回生  

 博士後期課程に在籍する者は、各年度の修了時には「研究成果報告書」を、下記の期日までに学

務第１課へ提出してください。 

   「研究成果報告書」提出期限   ２０１２年 １月３０日(月)   

    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

      正本１、副本３（コピー可）の計４部を、各々の表紙にレポート付票（学務第１課備 

付）を貼付して提出してください。所定用紙は設けていません。様式、枚数等につい 

ては研究指導担当教員の指示に従ってください。 

 

④ 博士後期課程研究報告会  博士後期課程２回生  

 毎年６月中旬～下旬に研究報告会（博士後期課程）を設けます。２回生時に、当該時点での研究

テーマ、論文の構想等について発表しなければなりません。 

   研究報告会  毎年６～７月  ＊詳細日程については別途掲示します。 

 なお、博士後期課程においては、研究経過を発表するための不定期な研究報告会を適宜設ける場

合があります。 

 

⑤ 予備論文の提出  博士後期課程３回生以上  

 博士論文提出に先立って、修了年度の６月末、または博士論文を提出する予定の年度の６月末ま

でに、学務第１課へ予備論文を提出しなければなりません。これにより博士論文提出の可否が審査

され、博士論文提出に向け、必要な指導が行われます。 

 予備論文には、博士論文を実際に完成できるかどうかを判定できる内容が備わっている必要があ

ります。 
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すなわち、 

 ・論文の進行状況と今後の作業の見通し 

 ・論文全体の章・節・見出しを含む詳細な目次 

 ・各章・節の内容についての要旨 

が記載されていることが条件です。また、学会誌等に掲載されたものが添付されていることが望ま

しい。 

 「予備論文」は、博士論文を執筆するに十分の内容を備えていると審査されれば、再提出の必要

はありません。 

   「予備論文」提出期限   ２０１１年 ６月３０日(木) 

    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

      提出部数は正本１、副本３（コピー可）の計４部。各々の表紙に「予備論文受付票」  

（学務第１課備付）を貼付のこと。所定の書式は定めていません。 

様式、枚数等については研究指導担当教員の指示に従うこと。 
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（２）修士論文 

 

１）文学研究科 

 修士（文学）の学位授与の申請ができる者は、本大学院文学研究科修士課程および博士前期課程

に２年以上在学し、所定の授業科目を３０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士

論文、またはそれに代わる研究成果を提出し、その審査および最終試験に合格した者に限ります。

「修士論文」は、下記の期日までに学務第１課へ提出してください。 

 

＜提出期日等＞ 

        ｢修士論文」提出期限  ２０１２年 １月１３日(金) 
 
    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

     「修士論文」は、正本１部、副本（コピー可）３部、合計４部を作成し、全ての表紙     

に「修士論文受付票」（学務第１課備付）を貼付の上、｢学位授与申請書(修士)｣(１部。

６６ページ・書式２)および「学位論文閲覧承諾書」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参

照）とともに一括して提出してください。 

 

＜修士論文の審査および最終試験＞ 

 修士論文の審査は、研究科会議の定める審査委員会によって行われます。審査委員会は、研究指

導担当教員（主査）１名と当該論文に関連のある授業科目担当の教員（副査）２名の計３名で構成

され、修士論文の審査ならびに口頭試問（必要に応じ筆記試験）による最終試験を行います。期日

については別途掲示します。 

 論文審査ならびに最終試験の結果により成績審査を行い、研究科会議において合否判定が決めら

れます。論文審査ならびに最終試験の成績は点数で表示します。成績の評点は 100 点満点で 60 点

以上が合格です。 

 

＜論文の体裁および提出要領＞ 

歴史学・文化財学専攻博士前期課程 

 原則として、Ｂ４サイズ 400 字詰 本学指定の用紙で 80～100 枚。ただし、原則として論文に

かかる註釈、資料等は別とする。ワープロの場合、Ａ４サイズの用紙で同分量。 

 また、その他の場合には、研究指導担当教員の指示にしたがうこと。 

※「修士論文に代わる研究成果」について 

 社会人の「課題研究コース」選択者が提出する課題研究報告書等（６ページ参照）については、

課題の内容に応じて別途指導します。 

 

言語文化専攻修士課程  

 ●日本文学・日本語学（日本言語文化）  

   Ｂ４サイズ 400 字詰 本学指定の用紙で 70 枚程度。ワープロの場合、Ａ４サイズの用紙で同

分量（詳細については研究指導担当教員の指示にしたがうこと）。 
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 ●書道  

   Ｂ４サイズ 400 字詰 本学指定の用紙で 30 枚程度。ワープロ作成も可（詳細については研究  

指導担当教員の指示にしたがうこと）。 

  作品制作２点を別途、研究指導担当教員に提出（期日、体裁等は研究指導担当教員より指示）。 

 ●英米文学・英米文化（英米言語文化） 

   日本語の場合は横書きで３万～４万字とし原則としてワープロを使用すること。英語の場合  

は、必ずワープロを使用し、30～60 枚。いずれの場合もＡ４サイズの用紙を用い、上端を綴じて

表紙をつける。 

 

※「修士論文に代わる研究成果」について 

 社会人の「課題研究コース」選択者が提出する課題研究報告書等（６ページ参照）については 別

途指導します。 

 

２）文化政策学研究科  

 修士（文化政策学）の学位の申請ができる者は、本研究科博士前期課程に２年以上在学し、所定

の授業科目を３０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文またはそれに代わ

る研究成果を提出し、その審査および最終試験に合格した者に限ります。「修士論文」は、下記の

期日までに学務第１課へ提出してください。 

 

＜提出期日等＞ 

    ｢修士論文」等の提出期限  ２０１２年 １月１３日(金) 
         
    ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

    ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

     「修士論文」の提出にあたっては、正本１部、副本（コピー可）３部、合計４部を作     

成し、すべての表紙に「修士論文受付票」（学務第１課備付）を貼付のうえ、「学位授

与申請書（修士）」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）および「学位論文閲覧承諾書」

（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）とともに一括して提出してください。なお、提出

にあたっては、必ず下記の提出要領を参考にしてください。 

 

＜修士論文の審査および最終試験＞ 

 修士論文の審査は、研究科会議の定める審査委員会によって行われます。審査委員会は、研究指

導担当教員（主査）１名と当該論文に関連のある授業科目担当の教員（副査）２名の計３名で構成

され、修士論文の審査ならびに口頭試問（必要に応じ筆記試験）による最終試験を行います。期日

については別途掲示します。 

 論文審査ならびに最終試験の結果は、専攻ごとに成績審査を行い、研究科会議において合否判定

が決められます。論文審査ならびに最終試験の成績は点数で表示します。成績の評点は 100 点満点

で 60 点以上が合格です。 

 

＜論文の体裁および提出要領＞ 

 ●［Ａ論文］（一般の学術論文） 

 Ａ４サイズ 縦用紙（１枚につき４０字×４０行＝１，６００字）に横書きワープロ原稿で 

２０～３０枚（総字数にして３２，０００～４８，０００字）とします。 

 ・ 注は本文として上記枚数に含めます。 
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 ・ 本文以外の資料、図表、写真等は上記枚数に含めません。 

 ＊なお、論文等の製本要領、電子ファイルの提出、その他の詳細については指導担当教員の指  

示に従ってください。 
  
 ●［Ｂ論文］ 

 政策課題に関する研究報告書や提言書などの成果物をもって修士論文にかえることができます。

体裁および提出要領は［Ａ論文］に準じますが、詳細については指導担当教員の指示に従ってくだ

さい。 
  
 ●［Ｃ論文］（公刊図書） 

 研究成果を在学中に公刊図書として発刊することで修士論文にかえることができます。詳細につ

いては指導担当教員の指示に従ってください。 

 

３）看護学研究科  

 修士（看護学）の学位の申請ができる者は、本研究科修士課程に２年以上（長期履修の場合は３

年以上）在学し、所定の授業科目を３０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、下記

の要件を満たした者に限ります。 

○研究コースにおいては、修士論文を提出し、論文審査および最終試験に合格した者 

○専門看護師コースにおいては、課題研究レポート等を提出し、その審査および最終試験に合格し

た者 

「修士論文」「課題研究レポート」等は、下記の期日までに学務第３課へ提出してください。 

 

＜提出期日等＞ 

    ｢修士論文」「課題研究レポート」等の提出期限  ２０１２年 １月１３日(金) 
         
    ※ 受付時間 9:00～16:00 時間厳守。土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

    ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

     「修士論文」「課題研究レポート」等の提出にあたっては、正本１部、副本（コピー可） 

３部、合計４部を作成し、すべての表紙に「修士論文受付票」（学務第３課備付）を貼付 

のうえ、「学位授与申請書（修士）」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）および「学位 

論文閲覧承諾書」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）とともに一括して提出してくださ 

い。なお、提出要領については、必ず下記の要領を参考にしてください。 

 

＜修士論文および課題研究レポートの審査と最終試験＞ 

 修士論文および課題研究レポートの審査は、研究科会議の定める審査委員会によって行われま

す。審査委員会は、研究指導担当教員（主査）１名と当該論文に関連のある授業科目担当の教員（副

査）３名の計４名で構成され、修士論文および課題研究レポートの審査ならびに口頭試問（必要に

応じ筆記試験）を行います。最終試験は、修士論文発表会として実施します。期日については別途

掲示します。 

 審査ならびに最終試験の結果は、専攻ごとに成績審査を行い、研究科会議において合否判定が決

められます。論文審査ならびに最終試験の成績は点数で表示します。成績の評点は 100 点満点で 60

点以上が合格です。 

 

 

＜修士論文および課題研究レポートの体裁と提出要領＞ 

 Ａ４サイズ 縦用紙（１枚につき４０字×４０行＝１，６００字）に横書きワープロ原稿で 
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２０～５０枚（総字数にして３２，０００～８０，０００字）とします。 

 ・ 注は本文として上記枚数に含めます。 

 ・ 本文以外の資料、図表、写真等は上記枚数に含めません。 

 ＊なお、論文等の製本要領、電子ファイルの提出、その他の詳細については指導担当教員の指  

示に従ってください。以上の看護研究完成までのプロセスについては、下の資料１を参照してくだ

さい。 

 

 

 

スケジュール 2年コース 長期履修（３年）コース

・研究分野／主指導・副指導 2011��　指導教授のもと研究をすすめる 2011�� 指導教授のもと研究をすすめる
　　　　　　　　教員決定 　　　　　　テーマの明確化・決定 　　　　　テーマの明確化・決定
　↓ 　↓ ↓

・仮題目届の提出 2011�11�1ま�は2012���1 ��の出��年�の11月ま�は�月
（研究計画書の提出1ヶ月前） （研究計画書の提出1ヶ月前）

　↓ 　↓ ↓

・研究計画書の提出・審査 2011�12�1ま�は2012���2 ��の出��年�の12月ま�は�月
（年２回設定） （年２回設定）

　↓ 　↓ ↓

・看護研究倫理委員会 (書類毎月10日提出） (書類毎月10日提出）

　↓

・論文提出 201��1��� 201��1���

　↓ 　↓ ↓

・論文審査／修士論文発表会 201��2�上� 201��2�上�
　　　　　　　　 （最終試験）

【研究科会議(合否議決）】
　↓ 　↓ ↓

【大学院委員会判定会議】

・終了式(学位の授与） 201������ 201������

◎上記スケジュールは京都橘大学学位規程に基づき実施されている。

資料１：看護研究完成までのプロセス（2011年度入学生の場合の進め方）

研究実施

入学

学
習
状
況
に
よ
り
進
度
は
異
な
る
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（３）博士論文 

 

１）文学研究科 

 博士（文学）の学位を申請できる者は、(a)本研究科博士後期課程に３年以上在学して所定の単

位を修得し、かつ必要な研究指導を受けて博士論文を提出し、その審査および最終試験に合格した

者（課程博士）、(b)本研究科博士課程を修了しない者であっても、博士論文の審査および最終試

験に合格し、かつ本研究科博士課程を修了したと同等以上の学力を有すると認められた者（論文博

士）、のいずれかです。いずれの場合も、博士論文提出までに「予備論文」を提出し、博士論文の

提出が可能であると審査されていることが条件です。博士論文は論文要旨、論文目録とともに一括

して、下記の期日までに学務第１課へ提出してください。 

 また、本学大学院の博士後期課程単位修得満期退学者に対しては、退学後３年以内の間は課程博

士として審査を受ける権利が与えられています。 
 

＜提出期間等＞ 

  ｢博士論文」、「論文要旨」、「論文目録」等提出期間 

   一次提出期間  ２０１１年４月１日（金）～２０１１年 ５月３０日(月) 

   二次提出期間  ２０１１年６月１日（水）～２０１１年１２月２６日(月) 

   ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

   ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

   ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

   ※ 二次提出期限である 2011 年 12 月 26 日以降、2011 年度内の提出は受け付けません。 

※ 2011 年度前期の申請・審査を希望する本研究科博士後期課程単位修得満期退学者は、 

一次提出期間内に提出してください。 
       
 「博士論文」「論文要旨」および「論文目録」とも正本各１部、副本（コピー可）各３部、合計

各４部作成し、「博士論文」「論文要旨」の表紙に「博士論文受付票」（学務第１課備付）を貼付

したうえ、「学位授与申請書（課程博士）」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）および「学位論

文閲覧承諾書」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）とともに一括して提出してください。 
 

＜博士論文の審査ならびに最終試験＞ 

 博士論文の審査は、研究科会議の定める審査委員会によって行われます。審査委員会は、研究指

導担当教員（主査）１名と当該論文に関連のある授業科目担当の教員（副査）２名の計３名で構成

され、博士論文の審査ならびに口頭試問（必要に応じ筆記試験）による最終試験を行います。期日

については別途連絡します。 
 

＜論文の体裁および提出要領＞ 

歴史学･文化財学専攻博士後期課程  

①博士論文 

 原則として、Ｂ４サイズ 400 字詰原稿用紙で 300 枚程度（論文にかかる註釈、資料等＝別冊と

すること＝を含む。）ワープロの場合、Ａ４サイズ（１枚 800 字～1200 字）で同分量。体裁や製本

方法については、研究指導担当教員の指示にしたがうこと。 

②論文要旨 

 Ｂ４サイズ 400 字詰 本学指定の用紙で 15 枚以内。１枚２ページで袋綴とし、表紙をつける。

ワープロ作成も可（Ｂ５サイズの用紙で、１枚 800 字から 1000 字）。 

③論文目録 

 Ｘ諸規定・書式の頁を参照・書式３
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２）文化政策学研究科 

 博士（文化政策学）の学位を申請できる者は、(a)本研究科博士後期課程に３年以上在学して所

定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けて博士論文を提出し、その審査および最終試験に合

格した者（課程博士）、(b)本研究科博士後期課程を修了しない者であっても、博士論文の審査お

よび最終試験に合格し、かつ本研究科博士後期課程を修了したと同等以上の学力を有すると認めら

れた者（論文博士）、のいずれかです。いずれの場合も、博士論文提出までに「予備論文」を提出

し、博士論文の提出が可能であると確認されていることが条件です。博士論文は論文要旨、論文目

録とともに一括して、下記の期間内に学務第１課へ提出してください。 

 なお、本学大学院の博士後期課程単位修得満期退学者に対しては、退学後３年以内の間は課程博

士として審査を受ける権利が与えられています。 

 

＜提出期間等＞ 

  ｢博士論文」、「論文要旨」、「論文目録」等提出期間 

   一次提出期間  ２０１１年４月１日（金）～２０１１年 ５月３０日(月) 

   二次提出期間  ２０１１年６月１日（水）～２０１１年１２月２６日(月) 

   ※ 受付時間 9:00～16:00（11:10～12:10 除く）、時間厳守。 

   ※ 土・日・祝日および時間外は受け付けません。 

   ※ 郵送または代理人による提出は認めません。 

   ※ 二次提出期限である 2011 年 12 月 26 日以降、2011 年度内の提出は受け付けません。 

   ※ 2011 年度前期の申請・審査を希望する本研究科博士後期課程単位修得満期退学者は、 

一次提出期間内に提出してください。 
       
 「博士論文」の提出にあたっては、本文、目次の前に「論文要旨」および「論文目録」を付した

正本１部、副本（コピー可）３部、合計４部作成し、「博士論文」の表紙に「博士論文受付票」（学

務第１課備付）を貼付したうえ、「学位授与申請書（課程博士）」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を

参照）および「学位論文閲覧承諾書」（１部。Ｘ諸規定・書式の頁を参照）とともに一括して提出

してください。なお、提出にあたっては、必ず下記の提出要領を参考にしてください。 

 

＜博士論文の審査ならびに最終試験＞ 

 博士論文の審査は、研究科会議の定める審査委員会によって行われます。審査委員会は、原則と

して研究指導担当教員（主査）１名と当該論文に関連のある授業科目担当の教員（副査）２名の計

３名で構成されますが、論文テーマによっては本研究科以外の教員等を審査委員として加える場合

があります。審査は、博士論文の審査ならびに口頭試問（必要に応じ筆記試験）による最終試験を

行います。期日については別途連絡します。 

 

＜論文の体裁および提出要領＞ 

文化政策学専攻博士後期課程  

①博士論文 

 Ａ４サイズ 縦用紙（１枚につき４０字×４０行＝１，６００字）に横書きワープロ原稿で 

６０～８０枚（総字数にして９６，０００～１２８，０００字）とします。 

 ・ 注は本文として上記枚数に含めます。 

 ・ 本文以外の資料、図表、写真等は上記枚数に含めません。 

②論文要旨 

 Ａ４サイズ 縦用紙（１枚につき４０字×４０行＝１，６００字）に横書きワープロ原稿で 

３～５枚とします。 



―38―

 

 

③論文目録 

 Ｘ諸規定・書式の頁を参照・書式３ 

※ 論文等の製本要領、電子ファイルの提出、その他の詳細については指導担当教員の指示に従っ

てください。 
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Ⅶ 研究奨励制度 

 

 本学大学院修士課程・博士前期課程および博士後期課程に在籍する学生を対象として、研究活動

を奨励・援助するため「京都橘大学大学院学生研究奨励金制度」や「京都橘大学大学院学生学会参

加等補助」等各種奨励制度が設けられていますので、積極的に活用することを期待します。学生研

究奨励金の募集は、毎年度初めに行いますので、学生支援課へ相談してください。 

 上記奨励金、補助金の詳細については、「Ⅹ諸規程・書式」より関係規程を参照してください。 

 日本学術振興会等の外部奨学金制度については、学術情報課で相談してください。 

 

Ⅷ 留学 

 

 本学大学院では留学への道も開いています。留学にあたっては、留学先の教育･研究･指導体制を

審査したうえ承認されれば、１年を限度に在学期間に算入することも可能です。また、台湾にある

本学提携校・淡江大学において１年間日本語ＴＡとして派遣する制度もあります。留学先で修得し

た単位の認定や、通年科目の帰国後の継続履修、奨学金等の詳細については学務第２課で相談して

ください。 

 

Ⅸ 専修免許状の取得 

 

 文学研究科、文化政策学研究科では、下表に対応した各教科の中学校教諭１種免許状または高等

学校教諭１種免許状を有する場合、または所要資格を得ている場合、当該教員免許状に対応する「専

修免許状」の取得が可能です。 

 看護学研究科では、養護教諭１種免許状を有する場合、または所要資格を得ている場合、養護教

諭専修免許状の取得が可能です。 

 

（１）本学大学院で取得できる専修免許状の種類と教科 

専 攻 中学校専修 高等学校専修 
 

 

 

     
 

                     
        

                     
        

                     
           

                     
        

歴史学・文化財学専攻 社  会 地理歴史 

言語文化専攻 
英    語 

国   語 

英  語 

国  語 

書  道 

文化政策学専攻 社    会 
地理歴史 

公  民 

看護学専攻 養護教諭専修 
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（２）専修免許状取得の基礎資格と必要取得単位数 

 

（新法適用者：平成１２年改正法適用者） 

 

 

   所要資格 

 

免許状 

の種類 

 

 

基 礎 

資 格 

学部における最低取得単位数 
 

大学院における教

科または教職に関

する科目の最低修

得単位数 

教科／養護 

に関する科目 

教職に関

する科目

教科又は教職 

に関する科目 

中学校教諭 

専修免許状 

修士の学位を

有すること 

社   会 ２０

英   語  ２０

国   語  ２０

３１ 

３１ 

３１ 

８ 

８ 

８ 

２４ 

２４ 

２４ 

高等学校教諭 

専修免許状 

修士の学位を

有すること 

地理歴史  ２０

英  語  ２０

国   語  ２０

書  道  ２０

公  民  ２０

２３ 

２３ 

２３ 

２３ 

２３ 

１６ 

１６ 

１６ 

１６ 

１６ 

２４ 

２４ 

２４ 

２４ 

２４ 

養護教諭 

専修免許状 

修士の学位を

有すること 
２８ ２１ ７ ２４ 

                                                                             
 

（３）履修および免許状申請手続 

 

１． 専修免許状取得希望登録について 

  専修免許状の取得を希望する大学院生は、専修免許状取得希望登録が必要です。修了年度の 

４月末まで（土日祝を除く窓口時間）に学務第２課まで申し出てください。 

 

２．免許状申請手続 

  修了年度の１１月に免許状申請説明会を行いますので、免許状申請を希望される方は必ず出席して 

ください。 
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（４）教科に関する科目、教職に関する科目 

歴史学・文化財学専攻博士前期課程 

専 
攻 

免許状 
の種類 授  業  科  目 

   
歴 
 
史 
 
学 
 
・ 
 
文 
 
化 
 
財 
 
学 
 
専 
 
攻 

中専免 
(社会) 

 
 
 

高専免 
(地理 
歴史) 

 

歴史学･文化財学研究方法論Ⅰ(2)  
   〃          Ⅱ(2) 
比較思想史論Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
国際関係史論Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
京都の歴史･文化研究Ⅰ(2) 
   〃       Ⅱ(2) 
日本古代史研究Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2) 
日本中･近世史研究Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
日本近･現代史研究Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
日本女性史研究Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2) 
古文書研究Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 
古文書･史料学研究Ⅰ(2) 
     〃       Ⅱ(2) 
日本史史料講読Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2)  
考古資料研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
美術工芸資料研究Ⅰ(2) 
   〃     Ⅱ(2) 
修復･史跡整備資料研究Ⅰ(2) 
   〃        Ⅱ(2) 
アジア政治社会史研究Ⅰ(2) 
   〃       Ⅱ(2) 
アジア文化史研究Ⅰ(2) 
   〃     Ⅱ(2) 
アジア女性史研究Ⅰ(2) 
   〃     Ⅱ(2) 
アジア史史料講読Ⅰ(2) 
  〃      Ⅱ(2) 
東アジア文化財研究Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
ヨーロッパ中･近世史研究Ⅰ(2) 
   〃         Ⅱ(2) 
ヨーロッパ･アメリカ近代史研究Ⅰ(2) 
   〃             Ⅱ(2) 
ヨーロッパ･アメリカ女性史研究Ⅰ(2) 
     〃           Ⅱ(2) 
ヨーロッパ･アメリカ史史料講読Ⅰ(2) 
     〃           Ⅱ(2) 

   

 

 

 

24 単位

選択
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言語文化専攻修士課程 

専 
攻 

免許状 
の種類 

授  業  科  目  
専
攻

免許状
の種類

授  業  科  目 

       

言 
 
語 
 
文 
 
化 
 
専 
 
攻 

中専免 
(英語) 

 
 
 

高専免 
(英語) 

 

比較文化論Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 
女性文化･文化史研究Ⅰ(2) 
   〃       Ⅱ(2) 
言語文化研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
英米文学研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
   〃   Ⅳ(2) 
   〃   Ⅴ(2) 
   〃   Ⅵ(2) 
言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学研究Ⅰ(2) 
   〃           Ⅱ(2) 
   〃           Ⅲ(2) 
   〃           Ⅳ(2) 
英語教育研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
   〃   Ⅳ(2) 
英語表現演習Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
    〃      Ⅳ(2) 

 言 
 
語 
 
文 
 
化 
 
専 
 
攻 

高専免
（書道）

漢字文化論Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 
かな文化論Ⅰ(2) 
  〃  Ⅱ(2) 

書法演習Ⅰ(2) 
  〃 Ⅱ(2) 
  〃 Ⅲ(2) 
  〃 Ⅳ(2) 
京都の歴史・文化研究Ⅰ(2) 
  〃       Ⅱ(2) 
応用言語学研究Ⅰ(2) 
  〃    Ⅱ(2) 
日本語学研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
   〃   Ⅳ(2) 
日本文学研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
   〃   Ⅳ(2) 
   〃   Ⅴ(2) 
   〃   Ⅵ(2) 

   

   

       

言 
 
語 
 
文 
 
化 
 
専 
 
攻 

中専免 
(国語) 

 
 
 

高専免 
(国語) 

 

京都の歴史・文化研究Ⅰ(2) 
   〃       Ⅱ(2) 
応用言語学研究Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2) 
日本文学研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
   〃   Ⅳ(2) 
   〃   Ⅴ(2) 
   〃   Ⅵ(2) 
日本語学研究Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
   〃   Ⅲ(2) 
   〃   Ⅳ(2) 
漢字文化論Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 
かな文化論Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 
書法演習Ⅰ(2) 
  〃 Ⅱ(2) 
  〃 Ⅲ(2) 
  〃 Ⅳ(2) 

    

       

 

 

 

 
 

24 単位

選択

24 単位

選択

8単位必修

16 単位

選択



―43―

 

 

 文化政策学研究科博士前期課程 

 専 
攻 

免許状 
の種類 

区 
分 

授  業  科  目 
専
攻

免許状
の種類

区
分

授  業  科  目 

 
文 
 
化 
 
政 
 
策 
 
学 
 
専 
 
攻 

 
中専免 
(社会) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教 
 

科 
 

に 
 

関 
 

す 
 

る 
 

科 
 

目 

  
文

化

政

策
 
学

専

攻

 
高専免
(地理 
 歴史)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教
 

科
 

に
 

関
 

す
 

る
 

科
 

目

文化開発･文化理論Ⅰ(2) 文化開発･文化理論Ⅰ(2)

   〃       Ⅱ(2) 
都市建築文化Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
地域社会文化史(2) 
文化事情Ⅰ(2) 
文化事情Ⅱ(2) 
地理情報システムⅠ(2) 
   〃     Ⅱ(2) 
地域経済･地域開発Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
地域情報･経済統計Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
まちづくり政策Ⅱ(2) 
観光文化振興策Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2) 
地域環境法政策Ⅰ(2) 

   〃      Ⅱ(2) 
都市建築文化Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
地域社会文化史(2) 
文化事情Ⅰ(2) 
  〃  Ⅱ(2) 
地理情報システムⅠ(2) 
   〃     Ⅱ(2)   24単位
地域経済･地域開発Ⅰ(2)   選択 
   〃        Ⅱ(2) 
地域情報･経済統計Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
まちづくり政策Ⅱ(2) 
観光文化振興策Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2) 

教職に

関する

科目 

教育と人権Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2)    〃    Ⅱ(2)    24単位

文化行政Ⅰ(2)            選択

   〃 Ⅱ(2) 
社会文化Ⅰ(2) 
   〃 Ⅱ(2) 
文化経済･財政Ⅰ(2) 
   〃     Ⅱ(2) 
現代マーケティングⅠ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
文化政策･文化産業Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
文化産業政策Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
まちづくり政策Ⅰ(2) 
企業福祉文化Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
ボランティア･非営利組織Ⅰ(2)

   〃         Ⅱ(2)

環境システムⅠ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 

    

専
攻

免許状
の種類

区
分

   授  業  科  目

 
文

化

政

策

学

専

攻

 
高専免
(公民)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教
 

科
 

に
 

関
 

す
 

る
 

科
 

目

地域環境法政策Ⅰ(2) 
   〃    Ⅱ(2) 
文化行政Ⅰ(2) 
   〃 Ⅱ(2) 
社会文化Ⅰ(2) 
   〃 Ⅱ(2) 
文化経済･財政Ⅰ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
現代マーケティングⅠ(2) 
   〃      Ⅱ(2) 
文化政策･文化産業Ⅰ(2)  24単位
   〃      Ⅱ(2)   選択 

教職に 
関する 
科目 

教育と人権Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 

文化産業政策Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
まちづくり政策Ⅰ(2) 
企業福祉文化Ⅰ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 
ボランティア･非営利組織Ⅰ(2)

   〃         Ⅱ(2)

環境システムⅠ(2) 
   〃   Ⅱ(2) 

 
    

 
 
 

教職に

関する

科目 

教育と人権Ⅰ(2) 
   〃  Ⅱ(2) 
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看護学研究科修士課程 

 

専 

 

攻 

 

免許状 

 

の種類 

 

区 

 

分 

 

 

   授  業  科  目 

 

看 

 

護 

 

学 

 

専 

 

攻 

 

養専免 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 

 

護 

 

に 

 

関 

 

す 

 

る 

 

科 

 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護理論(2)  

看護研究(2) 

看護教育論(2) 

コンサルテーション論(2) 

実践看護基礎学特論(2) 

看護技術学(2) 

実践看護基礎学演習Ⅰ(2) 

実践看護基礎学演習Ⅱ(2) 

実践看護基礎学演習Ⅲ(2) 

実践看護応用学特論Ⅱ(成人・精神）(2) 

クリティカル看護学(2) 

生活習慣系看護学(2) 

精神看護学(2) 

実践看護応用学演習Ⅰ(成人・精神）(2) 

実践看護応用学演習Ⅱ(成人・精神）(2) 

実践看護応用学演習Ⅲ(成人・精神）(2) 

小児看護学(2) 

健康福祉ケア論(2)           24単位選択

次世代育成看護学演習Ⅰ         

（小児看護・健康福祉ケア）(2)            
次世代育成看護学演習Ⅱ 

（小児看護・健康福祉ケア）(2) 

次世代育成看護学演習Ⅲ 

（小児看護・健康福祉ケア）(2) 

国際看護学特論(2) 

地域看護学特論(2) 

広域看護学演習Ⅰ 
（国際・地域・教育・管理）(2) 

広域看護学演習Ⅱ 

（国際・地域・教育・管理）(2) 

 

広域看護学演習Ⅲ 

（国際・地域・教育・管理）(2) 
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Ⅹ 諸規程・書式       ここに掲載の各規程は、2011 年 1 月現在最新のものです。 

 

 

京都橘大学大学院学則 

 

第１章 総則 

 （目的） 
第１条 本大学院は、教育基本法および学校教育法の規定に基づき、学術の理論および応用を教授研

究し、その深奥を究めて、社会の進展と文化の向上に寄与する人材を育成することを目的とする。 
２ 本大学院に修士課程および博士課程を置く。 
３ 修士課程は、学部教育の基礎の上に、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職

業等に必要な能力を養うものとする。  
４ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力

およびその基礎となる豊かな学識を養うものとする。 
（自己点検・評価） 

第１条の２ 本大学院は、その教育研究水準の維持向上を図り、前項の目的および社会的使命を達成

するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行う。 
２ 前項の自己点検・評価の実施に関しては、別に定める。 
 
第２章 組織および標準修業年限 

 （課程） 
第２条 本大学院に次の研究科・専攻を置く。  
  文学研究科 博士課程 歴史学・文化財学専攻 
   修士課程 言語文化専攻 
  文化政策学研究科 博士課程 文化政策学専攻 

  看護学研究科 修士課程 看護学専攻 

２ 博士課程の標準修業年限は５年とし、修士課程の標準修業年限は２年とする。 
３ 博士課程は、これを標準修業年限２年の前期課程および標準修業年限３年の後期課程に区分し、

標準修業年限２年の前期課程を修士課程として取り扱う。 
４ 第２項の規定にかかわらず、看護学研究科修士課程において、その標準修業年限を３年とするこ

とができる（「長期履修コース」という。）。 
５ 修士課程および博士前期課程、博士後期課程の各在学期間は標準修業年限の２倍を超えてはなら

ない。 

 （研究科の目的） 

第２条の２ 前条に定める各研究科および専攻の人材養成上の目的は、次の各号のとおりとする。 

(1)文学研究科歴史学・文化財学専攻は、歴史学、文化財学の分野において、豊かな専門的学識と高

度な研究能力を備えた研究者および高度専門職業人を養成することを目的とする。 

(2)文学研究科言語文化専攻は、言語文化の分野において、専門的学識と幅広い教養を持つ高度専門

職業人を養成することを目的とする。 

(3)文化政策学研究科文化政策学専攻は、文化政策学の分野において、豊かな専門的学識と高度な研

究能力を備えた研究者および高度専門職業人を養成することを目的とする。 

(4) 看護学研究科看護学専攻は、崇高な人間性と幅広い視野を基盤に、深い学識を教授し、看護学

における高度な専門性、卓越した看護実践能力および先駆的な研究能力を備えた人材を養成するこ

とを目的とする。 
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第３章 収容定員 

 （収容定員） 
第３条 本大学院の収容定員は、次のとおりとする。 
  文学研究科              入学定員  収容定員 
   博士前期課程 歴史学・文化財学専攻     ６名   １２名 
   博士後期課程 歴史学・文化財学専攻    ２名    ６名 
   修士課程 言語文化専攻     ８名   １６名 
  文化政策学研究科              入学定員  収容定員 

 博士前期課程 文化政策学専攻  ２０名   ４０名 
   博士後期課程 文化政策学専攻   ５名   １５名 
  看護学研究科                入学定員  収容定員 
     修士課程  看護学専攻   １０名   ２０名 

 
第４章 学年、学期および休業日 

 （学年） 
第４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 （学期） 
第５条 学年を２学期に分け、４月１日から９月２０日までを前期、９月２１日から翌年３月３１日

までを後期とする。 
 （休業日） 
第６条 休業日は次のとおりとする。 
 (1) 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日および創立記念日（１０月２０日） 
  (2) 春期休業 ３月下旬から４月上旬まで 
  (3) 夏期休業 ７月中旬から９月中旬まで 
  (4) 冬期休業 １２月下旬から翌年１月上旬まで 
２ 学長は、必要により前項第２号から第４号までの休業日を変更し、もしくは臨時に休業し、また

は休業日における授業等を行わせることができる。 
 
第５章 教育課程 

 （教育課程） 
第７条 本大学院の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）によって行うものとする。 
第８条 各研究科の専攻別授業科目、単位および履修方法は、別表Ⅰ、別表Ⅱおよび別表Ⅲのとおり

とする。 
 （単位数） 
第９条 修士課程および博士前期課程においては、学生は当該専攻の授業科目について、３０単位以

上を修得しなければならない。ただし、専攻担当の指導教授が、当該学生の研究上特に必要と認めた

場合に限り、学部の授業科目を指定して履修させ、これを修士課程および博士前期課程の単位とする

ことができる。 
第９条の２ 博士後期課程においては、学生は当該専攻の授業科目について、文学研究科は１６単位

以上、文化政策学研究科は４単位以上を修得しなければならない。 
第10条 大学院委員会が教育上有益と認めた場合に限り、学生は、他の大学の大学院の授業科目を履

修することができる。この場合、履修した科目の単位は、大学院委員会の議に基づき、修士課程およ

び博士前期課程においては１０単位を超えない範囲で、文学研究科博士後期課程においては４単位を

超えない範囲で、それぞれ課程修了の所定単位として認定する。 
２ 大学院委員会が教育上有益と認めた場合に限り、学生は他の大学の大学院または研究所等におい

て１年を超えない期間、必要な研究指導を受けることができる。 
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３ 第１項の規定は、学生が外国の大学の大学院に留学する場合にも準用する。 
第10条の２ 研究科が教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時

期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 
（教職課程） 
第11条 中学校教諭１種免許状および高等学校教諭１種免許状授与の所要資格を有する者で、当該免

許教科に係る中学校教諭専修免許状および高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようとす

る者は、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に基づく所要の単位を修得しなければならな

い。 
２ 本大学院修士課程および博士前期課程において、当該所要資格を取得できる専修免許状の免許教

科等の種類は、次のとおりとする。 
      免許教科の種類 
  文学研究科 歴史学・文化財学専攻 中学校  社会 
                         高等学校 地理歴史 

言語文化専攻  中学校  英語 
                            国語 

                         高等学校 英語 
                              国語 
        書道 
   文化政策学研究科  文化政策学専攻 中学校  社会 

高等学校 地理歴史 

 公民 
   看護学研究科    看護学専攻  養護教諭 
 
第６章 課程修了の認定および学位の授与 

 （単位の認定） 
第12条 本大学院において、所定の科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 
 （課程の修了） 
第13条 修士課程および博士前期課程に標準修業年限以上在学し、所定の科目を30単位以上修得し、

かつ必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査および最終試験に合格した者には、修士の学位を授

与する。 
２ 前項において、当該博士前期課程又は修士課程の目的に応じ適当と認めた場合、特定の課題につ 
いての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができ、当該審査および最終試験に合 
格した者には、修士の学位を授与する。 

第13条の２ 博士後期課程に３年以上在学し、所定の科目を文学研究科は１６単位以上、文化政策学

研究科は４単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査および最終試験に合

格した者には、博士の学位を授与する。 
 （学位） 
第14条 学位の種類および名称は、次のとおりとする。 
  文学研究科 

博士前期課程  歴史学・文化財学専攻 修士（文学） 
博士後期課程  歴史学・文化財学専攻 博士（文学） 
修士課程  言語文化専攻  修士（文学） 

  文化政策学研究科 
博士前期課程  文化政策学専攻 修士（文化政策学） 
博士後期課程  文化政策学専攻 博士（文化政策学） 

  看護学研究科 
修士課程  看護学専攻  修士（看護学） 
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第15条 学位およびその授与については、京都橘大学学位規程で定める。 
 
第７章 入学、休学、退学および復学 

 （入学の時期） 
第16条 入学の時期は４月とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、教育上の支障がないときは、後期のはじめに入学することができる。 
 （入学資格） 
第17条 修士課程および博士前期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当しなければ

ならない。 
  (1) 大学を卒業した者 
  (2) 学位授与機構から学士の学位を授与された者  
  (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 
  (4) 文部科学大臣の指定した者 
  (5) 大学に３年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と本大学院において認めた

者 
  (6) 本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 
第17条の２ 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当しなければならない。 
  (1) 修士の学位を有する者 
  (2) 外国において、修士の学位に相当する学位を得た者  
  (3) 文部科学大臣の指定した者（大学を卒業し、又は外国において学校教育における１６年課程を修

了した後、大学、研究所等において、２年以上研究に従事した者で、本大学院において当該研究の成

果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者） 
  (4) 本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者  
 （入学願） 
第18条 入学志願者は、本大学院所定の手続によって願い出るものとする。 
 （入学試験） 
第19条 入学志願者に対しては、学力検査を行い、かつ出身大学長の提出する調査書等を総合して、

入学者を決定する。 
２ 前項の考査方法、時期については、その都度定める。 
 （入学手続） 
第20条 入学を許可された者は、指定の期日までに入学手続を完了しなければならない。 
２ 前項の手続を完了しないときは、入学許可を取り消すことがある。 
 （休学） 
第21条 病気その他の理由により休学を希望する者は、保証人連署の上、理由書を添えて願い出て、

許可を得なければならない。 
２ 休学は当該年度限りとする。ただし、特別の事情のある場合は、引続き１年に限り許可すること

がある。 
３ 休学期間は、在学期間に算入しない。 
４ 休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上願い出て許可を受けなければならない。 

（退学） 
第22条 病気その他の理由により退学を希望する者は、保証人連署の上、理由書を添え願い出て、許

可を得なければならない。 
２ 正当な理由により退学した者が再入学を願い出たときは、学年の始めに限り許可することがある。  
 
第８章 科目等履修生、委託生および外国人留学生 

 （科目等履修生） 
第23条 研究科修士課程および博士前期課程における授業科目のうち、１科目または数科目の 
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 選択履修を希望する者があるときは、１年度につき１２単位以内で、正規の学生の修学に支障がな

い場合に限り、選考の上、大学院委員会の議を経て科目等履修生として入学を許可することができる。 
２ 科目等履修生に関する規程は別に定める。 
  （委託生） 
第24条 他大学の大学院および公共団体その他の機関から本大学院研究科への修学を委託されたとき

は、大学院委員会の議を経て、修学を許可することができる。 
２ 前項の修学の許可および単位認定等の申請については、大学間の協定に定めるもののほか、大学

院委員会の定めるところによるものとする。 
 （準用条項） 
第25条 科目等履修生および委託生の入学資格は、本大学院学則第１７条第１号から第３号および第

１７条第６号を準用する。 
 （外国人留学生） 
第26条 外国人で、本大学院に入学しようとする者は、選考の上、大学院委員会の議を経て外国人留

学生として入学を許可する。 
２ 外国人留学生の入学手続およびその取扱いは、京都橘大学学則第４５条、第４５条の２および第

４６条を準用する。 
 
第９章 研究生 

 （研究生） 
第27条 修士の学位を有する者、またこれと同等以上の学力があると認められる者で、本大学院修士

課程および博士前期課程においてさらに特定の専門分野の研究を願い出る者があるときは、選考の上、

大学院委員会の議を経て研究生として受入を許可することがある。 
２ 研究生に関しては、本大学院研究生規程の定めるところによる。 
第27条の２ 本大学院博士後期課程に3年以上在学し必要な単位を修得して退学した者で、本大学院博

士後期課程において博士論文作成のための研究を願い出る者があるときは、選考の上、大学院委員会

の議を経て研究生として受入を許可することがある。 
２ 研究生に関しては、本大学院研究生規程の定めるところによる。 
 
第１０章 入学検定料、入学金および授業料 

 （入学検定料および学費） 
第28条 入学検定料および学費は、別に定める。 
２ 既納の入学検定料・入学金および授業料は返還しない。ただし、授業料については、本学が定め

る所定の期限内に入学を辞退する旨の申し出があった場合に限り返還することがある。 
３ 本大学院の修士課程および博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に入学する者について

は、入学金を徴収しないものとする。 
 
第１１章 教員組織 

 （教員） 
第29条 本大学院の授業および研究指導は、大学院設置基準に規定する資格を有する本学の教員が担

当する。ただし、兼任講師に授業の担当を委嘱することができる。 
 （研究科長等） 
第30条 本大学院各研究科に研究科長を置く。研究科長は、研究科の学務を管掌する。 
２ 大学院事務の執行は、学部の事務組織がこれにあたる。 
 
第１２章 運営組織 

 （大学院委員会） 
第31条 本大学院に大学院委員会を置き、大学院委員会は、学長、教務部長、各研究科長、学生部長、
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学術情報部長、入学部長および各研究科から選出された委員をもって構成する。 
２ 大学院委員会は学長が招集し、議長は学長がこれにあたる。 
第32条 大学院委員会は、次の事項を審議する。 
 (1) 大学院学則、その他諸規程の改廃に関する事項 
 (2) 学位授与に関する事項 
 (3) 大学院担当教員の選考に関する事項 
 (4) 大学院の組織および運営に関する事項 
 (5) 学生の入学、退学、休学および復学に関する事項 
 (6) 入学試験に関する事項 
 (7) 学生の指導・援助に関する事項 
 (8) 学生の賞罰に関する事項 
 (9) その他大学院に関する重要事項 
 （研究科会議） 
第33条 研究科に研究科会議を置く。 
２ 研究科会議は、大学院授業担当の専任教員をもって構成する。 
３ 研究科会議は研究科長が招集し、議長は研究科長がこれにあたる。 
４ 研究科長は、大学院授業担当の専任教授の中より選出し、学部長の兼任を妨げない。 
第34条 研究科会議は、次の事項を審議する。 
 (1) 学位論文審査に関する事項 
 (2) 教育課程に関する事項 
 (3) 大学院担当教員配置に関する事項 
 (4) 課程修了認定に関する事項 
 (5) 入学試験実施に関する事項 
 (6) 学期末試験に関する事項 
 (7) その他研究科に関する事項 
 
第１３章 研究指導施設 

 （研究指導施設） 
第35条 本大学院に大学院学生のための研究室を置く。 
２ 学部の施設は、必要に応じて大学院の授業および研究指導のために用いることができる。 
 
第１４章 雑  則 

 （準用） 
第36条 本学則に定めていない事項については、京都橘大学学則を準用する。 
附  則 本学則は、平成６年４月１日から施行する。 
附  則  本学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
附  則  本学則は、平成２３年４月１日から施行する。 
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京都橘大学学位規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、学校教育法第68条の2第1項および同第2項ならびに学位規則（昭和28年文部省令

第9号）の定めるところにより、京都橘大学（以下「本学」という）が授与する学位についての必要

事項を定める。 

（学位の種類） 

第２条 本学学位は、本規程に基づきこれを授与する。 

２ 学位は、博士、修士および学士とし、次のとおり専攻分野の名称を付記する。 

文学研究科 博士後期課程 博士（文学） 

文学研究科 博士前期課程 修士（文学） 

文学研究科 修士課程 修士（文学） 

文化政策学研究科 博士後期課程 博士（文化政策学） 

文化政策学研究科 博士前期課程 修士（文化政策学） 

看護学研究科 修士課程 修士（看護学） 

文学部 日本語日本文学科 学士（文学） 

文学部 歴史学科 学士（文学） 

文学部 文化財学科 学士（文学） 

人間発達学部 児童教育学科 学士（児童教育学） 

人間発達学部 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 学士（英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学） 

現代ビジネス学部 現代マネジメント学科 学士（マネジメント学） 

現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科 学士（都市環境デザイン学） 

看護学部 看護学科 学士（看護学） 

（学位の名称） 

第３条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、本学名を付記する。 

（学位授与の要件） 

第４条 学士の学位は、本学学則の定めるところにより、本学学部の卒業要件を満たした者に授与す

る。 

２ 修士の学位は、本学大学院修士課程および博士前期課程に標準修業年限以上在学し、所定の 

授業科目を30単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けた上修士の学位請求論文を提出し、 

その審査および最終試験に合格した者に授与する。 

３ 博士の学位は、本学大学院博士後期課程に3年以上在学し、所定の授業科目を文学研究科は 

16単位以上、文化政策学研究科は4単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上博士の 

学位請求論文を提出し、その審査および最終試験に合格した者に授与する。 

４ 本学大学院博士課程を修了しない者であっても、博士の学位請求論文の審査および最終試験 

に合格し、かつ本学大学院博士課程を修了したと同等以上の学力を有すると認められた者に授 

与する。 

（修士の学位授与の申請および提出） 

第５条 修士の学位の授与を申請する者は、学位授与申請書に学位請求論文４部を添えて学長に 

申請しなければならない。 

２ 学位授与を申請することができる者は、修士課程の在学者で、すでに所定の単位を修得した 

者、または学位請求論文審査終了までに所定の単位を修得することができると認められた者に 

限る。 

（博士の学位授与の申請および提出） 

第６条 博士の学位の授与を申請する者は、次の各号のいずれかによる。 

(1) 第4条第3項に該当する者は、学位授与申請書に学位請求論文、論文目録各4部を添えて学長に申
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請しなければならない。 

(2) 第4条第4項に該当する者は、学位授与申請書に学位請求論文、論文目録各4部、住民票記載 

事項証明書、履歴書、研究業績一覧各2部、写真1葉ならびに別表1による予備審査手数料を添 

えて学長に申請しなければならない。 

２ いったん受理した文書、学位請求論文および予備審査手数料は返還しない。 

（研究課題および提出条件） 

第７条 修士課程および博士課程において学位請求論文を提出しようとする者は、研究課題につ 

いてあらかじめ指導教授の承認を受けなければならない。 

２ 第4条第3項の要件に該当する者が博士の学位請求論文を提出しようとする場合は、提出予定 

年度の学年暦に示された期日までに予備論文を提出し、研究科会議の定める予備審査委員会に 

よる審査に合格しなければならない。ただし、在学中に予備論文を提出し審査に合格している 

場合は、再度の提出は必要としない。 

３ 所定の学費が未納の場合には、学位請求論文は提出できない。 

（博士の学位請求論文の受理） 

第７条の２ 第4条第4項の要件に該当する者から博士の学位請求論文が提出された場合は、学長 

は当該研究科会議に送付するものとする。 

２ 研究科会議は、送付を受けた博士の学位請求論文の受理についての審査ならびに議決を行う。 

なお、この審査は研究科会議の中から２名以上の委員を選定して行うこととする。 

３ 前項の規程により博士の学位請求論文を受理したときは、学位の申請者にその旨を通知し、別に

定める審査手数料を納入させるものとする。いったん納められた審査手数料は返還しない。 

（学位請求論文の提出方法） 

第８条 博士および修士の学位請求論文は、学年暦に示された期日までに提出しなければならな 

 い。 

２ 提出する博士の学位請求論文には、要旨を添付しなければならない。 

３ 修士の学位請求論文は、大学院委員会が認めた研究成果をもってこれに代えることができる。 

（学位論文審査委員会） 

第９条 博士または修士の学位請求論文の審査は、研究科会議の定める審査委員会がこれを行う。 

２ 審査委員会は、研究指導担当教員（主査）と当該論文に関連のある授業科目担当の教員（副 

査）2名とをもって構成する。ただし、研究科会議が必要と認めたときは、他大学の大学院ま 

たは研究所等の教員（所員）を審査委員に加えることができる。 

（学位請求論文の審査および最終試験） 

第10条 審査委員会は、博士および修士の学位請求論文審査および最終試験を行う。最終試験は、 

 学位請求論文を中心とし、これに関連する科目について、口頭試問の方法によって行う。ただ 

し、必要に応じて筆記試験を行うことができる。 

２ 審査委員会は、学位請求論文の審査ならびに最終試験の結果を研究科会議に報告する。 

（論文審査および最終試験の期間） 

第11条 修士の学位請求論文の審査および最終試験は、当該学生の在学期間中に終了しなければ 

ならない。 

２ 博士の学位請求論文の審査および最終試験は、申請を受理してから1年以内に終了すること 

を原則とする。 

（研究科会議の審議） 

第12条 研究科会議は、審査委員会の報告に基づき、学位請求論文および最終試験の合否につい 

て議決する。 

２ 前項の議決は、研究科会議構成員の3分の2以上の出席を必要とし、出席者の過半数の賛成 

がなければならない。 

３ 研究科会議が前項の議決をしたときは、研究科長は、学位請求論文の内容、最終試験の結果 

および学位授与の可否についての意見を学長に報告しなければならない。 



―53―- 52 - 

（学位の授与） 

第13条 学長は、前条の報告に基づいて大学院委員会を召集し、その審議を経て、博士および修 

士の学位の授与の可否を決定する。 

（記録の保存） 

第14条 本学は、博士および修士の学位を授与した時は、論文の審査および試験または学力確認 

の結果の要旨その他の必要事項を記録した学位授与記録簿を作成し、これを保存する。 

（学位論文の保存） 

第15条 博士および修士の論文審査に合格した学位論文は、本学図書館において製本保管する。 

（博士論文要旨等の公表） 

第16条 本学は、博士の学位を授与した時は、授与した日から3月以内にその論文の内容の要旨 

および論文審査の結果の要旨を公表する。 

（博士論文の公表） 

第17条 博士の学位を授与された者は、授与された日から1年以内に、その論文を印刷公表する 

ものとする。ただし、学位の授与を受ける前にすでに印刷公表した時は、この限りでない。 

２ 前項の規定により博士論文を公表する時は、本学審査博士論文である旨を明記しなければな 

らない。 

（報告） 

第18条 本学は、博士の学位を授与した時は、授与した時から3月以内に、所定の学位授与報告 

書を文部科学大臣に提出する。 

（学位の取消し） 

第19条 学位を授与された者が、不正な方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、ま 

たは、その名誉を汚辱する行為があったときは、次に規定する各機関の議を経て、学長は学位 

を取り消すことができる。 

(1) 学士の学位にあっては、大学評議会 

(2) 修士および博士の学位にあっては、大学院委員会 

２ 前項の議決をする場合は、当該各機関構成員の3分の2以上の出席を必要とし、出席者の過半 

数の賛成がなければならない。 

（その他） 

第20条 この規程に定めていない事項については、大学評議会または大学院委員会の定めるとこ 

ろによる。 

（改廃） 

第21条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。ただし、学士の学位に関す 

る条項については大学評議会の議を経て、学長が行う。 

附 則 この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

第2条の改正は、平成２０年度入学生から適用し、平成19年度以前の入学生については、なお従前の例

による。文化政策学部文化政策学科ならびに文化政策学部現代マネジメント学科に 

ついて、改正後の学則に関わらず、両学科に在籍する学生が在籍しなくなる日までの間、存続する。 

附 則 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

第2条の改正は、平成２２年度入学生から適用し、平成２１年度以前の入学生については、なお従前の

例による。文学部英語コミュニケーション学科ならびに文学部児童教育学科について、改正後の学則

に関わらず、両学科に在籍する学生が在籍しなくなる日までの間、存続する。 
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別表第１ 学位審査手数料および予備審査手数料 

学位授与申請者の内訳 手数料 

第４条第３項による者 

博士後期課程在学者 無料 

博士課程に所定の年限在学し、学則に定める

所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を

受けた者で、退学後３年未満の期間内に申請

する者 

無料 

 

上記以外の者および第４条 

第４項による者 

予備審査手数料 20,000円 

審査手数料 100,000円 

 

 

京都橘大学大学院学費納付金規程 
 

 （取扱の基礎） 

第１条 京都橘大学大学院の学費等の納入については、大学院学則第23条から第28条によるほか、こ

の規程に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条  この規程において学費とは、入学金、授業料のほか学生が納付すべき全ての納付金をいい、

入学検定料についてもこの規程において定めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、必要により教育実習費、博物館実習費、その他実習費等を学費として

徴収することがある。 

３ 学則第10条第３項に規定する留学のうち、海外留学をする者の取扱に関する規程第２条第１号及

び大学院海外留学の取り扱いに関する内規に規定する留学の場合、在籍料を徴収する。 

３の２ 在籍料は１学期に付き、20,000円とする。 

 （学費納付期日） 

第３条  学費は、次のように納付しなければならない。 

 第１期分  ４月30日まで 

 第２期分  10月31日まで 

２ 教育実習費、博物館実習費等の納入期日は、その都度定める。 

 （納付額） 

第４条 学費はすべて入学を許可された年度において納付すべきものとされた額を、その者の在学中

毎年度納付すべきものとする。ただし、入学金を除くものとする。 

２ 入学検定料、入学金、授業料等は次のとおりとする。 

（単位：円 以下同じ） 

入 学 検 定 料    30,000 

 

【文学研究科および文化政策学研究科】 

区   分 入学金 授業料 教育充実費 合  計 

入学時（前期） 200,000 200,000 62,500 462,500 

後  期 ―――― 200,000 62,500 262,500 

初年度納付金合計額 200,000 400,000 125,000 725,000 

 

【看護学研究科】 

区   分 入学金 授業料 教育充実費 合  計 

入学時（前期） 250,000 300,000 150,000 700,000 
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後  期 ―――― 300,000 150,000 450,000 

初年度納付金合計額 250,000 600,000 300,000 1,150,000 

 

【看護学研究科／長期履修コース】 

区   分 入学金 授業料 教育充実費 合  計 

入学時（前期） 250,000 200,000 100,000 550,000 

後  期 ―――― 200,000 100,000 300,000 

初年度納付金合計額 250,000 400,000 200,000 850,000 

長期履修生が３年を超えて修業する場合は、上表【長期履修コース】の各期の授業料および教育充

実費の納入を要するものとする。 

 

３ 科目等履修生、研究生及び委託生の入学検定料、入学選考料、入学金、授業料等は次のとおりと

する。 

区   分 入学選考料 履 修 料 登 録 料 備   考 

科目等履修生 10,000 12,000 20,000 履修料は1単位の金額 

 

区   分 入学検定料 研究指導料 教育充実費 備   考 

研 究 生 20,000 48,000 0  

 

委 託 生 別に定める 

 

４ 第２条第２項に定める学費の額は、それぞれの実習費の募集要項に定める額とする。 

５ 本条第１項の定めに関わらず、看護学研究科において入学時に選択した修業年限と異なる修業年

限に変更した場合の２年次目以降の学費は別表１のとおりとする。 

    （学費等の特例） 

第５条 本学大学院修士課程または博士前期課程在籍者が、引き続き本学博士後期課程に入学する場

合、入学金を徴収しない。 

２ （削除） 

第５条の２ 修士課程及び博士前期課程においては３年次以上の者、博士後期課程においては４年次

以上の者で、その年度の前期において課程修了となる者の当該年度学費は前期分のみとする。 

第５条の３ 本学学部学生が、本学大学院学内進学制度により、本学大学院修士課程または博士前期

課程に入学する場合、入学金を徴収しない。 

 （学費の延納） 

第６条 特別の事由により学費の延納を願い出る者は、所定納付期限前に延納願を提出しなければな

らない。 

２ 学費納付延期は、前期分にあっては７月31日まで、後期分にあっては１月31日までとする。ただ

し、やむを得ない事情がある場合は、願出により、前期分にあっては８月31日、後期分にあっては

２月15日を限りに延納を認める。 

３ 延納を許可された者の学費の納付は一括払込とする。ただし、事情により延納許可期間内で、分

割納付を認めることがある。 

４ （削除） 

 （除籍の時期） 

第７条 定められた期日までに学費を納付せず、または督促を受けてもなお所定の期日までに納付し

ない者は、督促日の属する期の初日に遡及して除籍する。 

 （復学者の学費） 

第８条 休学した者が復学を許可された場合は、その期の所定の学費を納付しなければならない。 
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 （臨時の定め） 

第９条 学費の納入に関し学則およびこの規程に定めていない事項は、その都度これを定める。 

 （事務主管） 

第10条 この規程に関する事務主管は、経理課とする。 

 （改廃） 

第11条 この規程の改廃は、理事会が行う。 

附 則 この規程は、1994年４月１日から施行する。 

附 則  この規程は、2008年４月１日から施行する。 

 

 

 

(別表１) 

  【標準修業年限から長期履修コースに変更した場合の２年次目以降の学費】 

   ２年次目・３年次目 

区   分 授業料 教育充実費 合  計 

前   期 150,000 75,000 225,000 

後   期 150,000 75,000 225,000 

年度合計額 300,000 150,000 450,000 

この場合において３年を超えて修業する場合は、第４条２項【長期履修コース】の各期の授業

料および教育充実費の納入を要するものとする。 

 

  【長期履修コースから標準修業年限に変更した場合の２年次目以降の学費】 

   ２年次目 

区   分 授業料 教育充実費 合  計 

前   期 400,000 200,000 600,000 

後   期 400,000 200,000 600,000 

年度合計額 800,000 400,000 1,200,000 

この場合において２年を超えて修業する場合は、第４条２項【看護学研究科】の各期の授業料

および教育充実費の納入を要するものとする。 

 

 

京都橘大学大学院学生研究奨励金規程 
 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、京都橘大学大学院修士課程および博士前期課程の１・２回生および博士後期

課程の１・２・３回生に在学する学生を対象とし、その内、研究能力が優れた者の研究を奨励・

援助する「京都橘大学大学院学生研究奨励金制度」の運用について定める。 

 （奨励金の給付額と給付期間） 

第２条 奨励金の給付額は、次のとおりとする。 

     研究科修士課程および博士前期課程  50,000円（年額） 

     研究科博士後期課程         100,000円（年額） 

２ 奨励金の給付は単年度とする。但し、既に給付を受けた者であっても次年度受給を申請するこ

とができる。 

 （給付件数） 

第３条 奨励金の給付件数は、研究科の１専攻につき２名までとする。 
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２ 博士後期課程については、第１項に加えて、２名を別枠の給付件数とすることができる。 

３ 外国人留学生については、第１項に加えて、研究科で１名を別枠の給付件数とすることができ

る。 

 （募集） 

第４条 奨励金の募集については、この規程によるほか、大学院委員会において必要な事項を定め

る。 

２ 奨励金の募集は毎年度初めに行う。 

 （奨励金の申請・受付） 

第５条 奨励金の給付を受けようとする者は、募集要項に定められた期日までに、所定の申請書に

研究計画書を添付して提出しなければならない。 

 （審査・決定） 

第６条 奨励金の採用決定者の審査・決定は、研究科会議の議に基づき、大学院委員会がこれを行

う。 

 （審査基準） 

第７条 審査は、１回生については学部成績（修士課程または博士前期課程成績）・卒業論文（修

士論文）・入試成績等、２回生以上については前項に入学後の成績を加え、その他研究科会議が

定める基準を加えて行う。 

 （奨励金の給付手続） 

第８条 奨励金の採用決定者（以下、「研究奨励生」という）は、所定の期日までに給付手続を行

わなければならない。 

 （奨励金の給付） 

第９条 奨励金は、前項の給付手続の後、すみやかに一括給付する。 

 （奨励金の支出範囲） 

第10条 奨励金の支出範囲は、次のとおりとする。 

 (1) 設備備品費、謝金、旅費・交通費、消耗品費、消耗図書費、印刷費、複写費、通信費 

 (2) その他研究科会議が必要と認めたもの 

  （奨励金の返還） 

第11条  奨励金の給付を受けた年度において、研究奨励生が次の各号の一に該当するときは、奨励

金の全部または一部の返還を求めることがある。 

 (1) 学籍を失ったとき 

 (2) 休学したとき 

 (3) 第12条に定める義務を履行しないとき 

  (4) 本学学則第50条に定める懲戒処分を受けたとき 

 (5) その他、本奨励金制度の趣旨に著しく反すると大学院委員会が判断したとき 

  （研究経過報告書等の提出） 

第12条 研究奨励生は、申請時に提出した研究計画に基づき、誠実に研究を遂行しなければならな

い。 

２ 研究奨励生は、奨励金給付年度の末までに所定の研究経過報告書および会計報告書を、研究指

導担当教員および研究科長を通じ、学長まで提出しなければならない。 

  （義務違反） 

第13条 研究奨励生が前条に定める義務を履行しないときは、奨励金申請の資格を有しないものと

する。 

  （事務主管） 

第14条 この規程に関する事務主管は、学生支援課とする。 

  （規程の改廃） 

第15条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。 

附則 この規程は、2005年４月１日から施行する。 
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京都橘大学大学院学生学会参加等補助規程 
 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、京都橘大学大学院学生の研究活動の推進およびその共同化を奨励し、学会発

表・学会参加等を奨励・援助することを目的とした「京都橘大学大学院学生学会参加等補助制度」

の運用について定める。 

 （補助の種別） 

第２条 本規程に基づく補助は、次のとおりとする。 

 (1) 学会報告者補助 

 (2) 学会参加者補助 

 (3) 研究会活動補助 

  （補助対象となる期間） 

第３条 本規程に基づき補助対象となる期間は、当該年度において開催された学会および研究会活

動とする。 

  （補助の種別および基準等） 

第４条 補助の種別、基準および補助金額等は、次のとおりとする。 

   種    別    金   額   等 対象学生   備  考  

 学会報告者補助 研究指導担当教員および研究科

長の承認を得て発表する場合に

補助 

旅費の１／２以下で３万円を限

度 

在学生 

委託生 

研究生 

補助回数制限な

し 

 

 学会参加者補助 研究指導担当教員および研究科

長の承認を得て参加する場合に

補助旅費の１／２以下で１万円

を限度 

在学生 

委託生 

研究生 

１専攻における

補助総額６万円

を限度博士後期

課程は別枠で総

額６万円を限度 

 

  

  

  

  

  

 研究会活動補助 研究科長の承認を得て、本学教

員・在学生・委託生・研究生の内、

複数名で構成する研究会活動に

関し、複写費を補助 

１研究会につき１万円を限度 

在学生 

委託生 

研究生 

補助件数は５件

本学内で利用で

きるコピ－カ－

ド現物を交付す

る。 

 

  

  

  

  

  （申請手続） 

第６条 学会報告者補助金および学会参加者補助金を申請するときは、所定の申請書に開催要項を

添付し、研究指導担当教員等の確認印を得た上で、学会開催前に学長まで申請しなければならな

い。 

２ 研究会活動補助金を申請するときは、所定の申請書に研究会会員名簿および活動計画書（概要）

を添付し、申請しなければならない。 

３ 前項第１項および第２項の申請は、当該年度の４月１日から２月末日までに行うものとする。 

  （報告書の提出） 

第７条 学会報告者および学会参加者は、学会終了後、２週間以内に所定の報告書を研究指導担当

教員等の確認印を得た上で、学長まで提出しなければならない。 

２ 研究会活動補助の申請者は、当該年度の２月末日までに所定の報告書を研究科長の確認印を得

た上で、学長まで提出しなければならない。 
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  （補助金の交付） 

第８条 学会報告者補助金および学会参加者補助金については、学会終了後、所定の報告書の提出

に基づき、すみやかに補助金の交付を行うこととする。 

２ 研究会活動補助金については、申請要件を満たし、学長決済のあり次第、すみやかに交付を行

うこととする。 

  （旅費計算） 

第９条 旅費計算は、本学の定める方法によるものとする。 

２ 旅費の仮払については、これを行わない。 

 

  （事務主管） 

第10条 この規程に関する事務主管は、学生支援課とする。 

  （改廃） 

第11条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。 

附則 この規程は、2005年４月１日から施行する。 

 

 

京都橘大学図書館利用規程 
 

  第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、京都橘大学図書館の所蔵する図書館資料（以下「図書」という。)及び図書館施

設の利用について必要な事項を定め、図書館の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 （利用者） 

第２条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。 

 (1) 本学の教職員ならびに名誉教授 

 (2) 本学の学生ならびに科目等履修生 

 (3) 淳芳会会員（卒業生他） 

 (4) 相互利用協定に基づく者 

 (5) その他図書館長の許可を得た者 

  （開館時間） 

第３条 図書館の開館時間は、別途定める。 

２ 図書館長は、必要に応じてその時間を変更することができる。 

  （休館日） 

第４条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 (3) 夏期休暇及び冬期休業の一定期間 

２ 図書館長は前項の休館日のほか、臨時に休館日を定めることができる。 

  （入館・退館） 

第５条 利用資格を有する者は、自由に入館することができる。ただし、第２条第３号から第５号の

利用者は入館に際し所定の手続きをしなければならない。 

２ 入・退館に際し、係員が必要を認めた場合は、その指示に従わなければならない。 

 （図書の区分） 

第６条 図書は、次の６種類とする。 

 第１種 普通図書 

 第２種 雑誌類 
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 第３種 参考図書類 

 第４種 特殊コレクション 

 第５種 貴重図書及び準貴重図書 

 第６種 ＡＶ・マイクロ資料類 
 
   第２章 閲覧 

 （閲覧） 

第７条 館内は、特に定める以外すべて開架式とし、自由に閲覧することができる。 

 （閲覧の返却） 

第８条 館内で閲覧したすべての図書は、定められた場所に返却しなければならない。 

 （特別閲覧手続） 

第９条 第５種図書の閲覧を希望する者は、所定の願書により、あらかじめ図書館長の許可を受けな

ければならない。 
 
   第３章 貸出 

 （貸出サ－ビス） 

第10条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、図書の貸出サ－ビスを行なう。 

 （貸出手続） 

第11条 貸出を希望する者は、所定の貸出手続きを経なければならない。 

２ 貸出図書は、転貸してはならない。 

 （貸出冊数及び期限） 

第12条 貸出図書の冊数及び期限は、次のとおりとする。ただし、図書館長は、必要に応じて制限を

し、または一時返還を求めることができる。 

 (1) 本学の教職員 

  ① 専任教員         ３０冊以内 １８０日以内 

  ② 非常勤講師        ２０冊以内  ９０日以内 

  ③ 専任職員         １０冊以内  ３０日以内 

 (2) 本学の学生ならびに科目等履修生 

  ① １～３回生      ５冊以内  １４日以内 

  ② ４回生以上     １０冊以内  ３０日以内 

  ③ 大学院生      ２０冊以内  ３０日以内 

  ④ 科目等履修生     ５冊以内  １４日以内 

  ⑤ 聴講生        ５冊以内  １４日以内 

  ⑥ 研究生        ５冊以内  １４日以内 

 (3) 淳芳会会員（卒業生他） ３冊以内  １４日以内 

 (4) その他特に図書館長の許可を得た者  特に定める冊数及び期間 

２ 前項第３号の貸出については１年度内の登録制とし、貸出を希望する者は所定の手続きをしなけ

ればならない。また、貸出・返却の手続きは原則として直接来館にて行なうものとする。 

３ 研究または教育上の理由により、図書館長が必要と認めた場合は、第１項に規定する冊数及び期

限を超える貸出を認める。 

 （禁帯出図書） 

第13条 次の図書は原則として「禁帯出」とし、通常の貸出を行なわない。 

 (1) 事典、辞典、便覧、年鑑、白書、地図、書誌、索引及び抄録等の参考図書 

 (2) 雑誌及び新聞 

 (3) ＡＶ・マイクロ資料類 

 (4) 図書館が特に定めた図書 

２ 前項各号の図書については、特別貸出を受けることができる。特別貸出は、「一時貸出」及び「一

夜貸出」の２種類とする。 
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  （返却義務） 

第14条 貸出図書は、所定の期間内に本人が所定の場所に返却しなければならない。ただし、特別な

事由がある場合はこの限りではない。 

２ 図書館長は、点検、整理、その他必要に応じて図書の貸出を一時停止し、または貸出期間中の貸

出図書を返却させることできる。 

３ 教職員が退職のとき及び学生が卒業、休・退学または除籍のときは、ただちに貸出図書を返却し

なければならない。 
 
   第４章 複写 

  （複写サ－ビス） 

第15条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、図書の複写サ－ビスを行なう。 

２ 前項の複写は、著作権法に基づき図書については一部分を一人につき一部行なうことができる。

また、発行後相当期間を経過した逐次刊行物に掲載された個々の著作物を複写するときは、その全部

において行なうことができる。 

３ 前項の複写を希望する者は、所定の用紙に複写部分を記入しなければならない。 

  （複写の制限） 

第16条 次の各号に該当する場合は、複写を許可しない。 

 (1) 第５種図書 

 (2) 複写により図書の原型を損傷するおそれのあるとき。 

 (3) 図書館長が特別の理由があると認めたとき。 

２ 前項第１号の複写について図書館長が必要と認めた場合は、一定の条件を付して許可することが

できる。 

  （複写の料金） 

第17条 複写の許可を受けた者は、所定の複写料金を納入しなければならない。 

２ 前項の複写料金については別に定める。 

 

   第５章 レファレンス 

 （レファレンス・サ－ビス） 

第18条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、レファレンス・サ－ビスを行なう。 

２ 利用者からの質問及び相談等に対しては、主として文献に基づいて調査し、回答するものとする。 

 （レファレンス・サ－ビスの範囲） 

第19条 依頼事項に関するレファレンス・サ－ビスの範囲は、原則として次のとおりとする。 

 (1) 書誌的事項の調査 

 (2) 参考文献の紹介 

 (3) 参考文献の所在及び利用手段の提示 

 (4) 専門的調査機関等についての情報の提供 

 （レファレンス・サ－ビスの申込手続） 

第20条 レファレンス・サ－ビスを希望する者は、口頭または所定の申込手続きによりレファレンス・

カウンタ－に申し込まなければならない。 
 
   第６章 図書館相互利用 

（相互利用サ－ビス） 

第21条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、他大学図書館等との図書館相互利用サ－ビ

スを行なう。 

２ 前項の図書館相互利用サ－ビスを希望する者は、所定の申込書によりレファレンス・カウンタ－

に申し込まなければならない。 

 （相互利用の範囲） 

第22条 図書館相互利用については、本学が加入する図書館相互利用に関する協定等のある場合は、
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当該協定等の定めるところによる。 

２ 前項に該当しない他の大学図書館等に対しては、研究及び教育上支障のない場合に限りサ－ビス

を行なうことができる。 

 （相互利用の料金） 

第23条 図書館相互利用に要する経費は、利用者の負担とする。 
 
   第７章 図書館施設の利用 

（グル－プ学習室） 

第24条 利用者は、グル－プ学習のために図書館グル－プ学習室を使用することができる。利用でき

る時間については、開館時間内とする。 

２ グル－プ学習室の使用を希望する者、所定の手続きをしなければならない。 

 （対面朗読室） 

第25条 対面朗読を希望する者は、対面朗読室を使用することができる。 

２ 対面朗読室は、対面朗読のために使用しない場合は、前条のグル－プ学習室と同様に使用するこ

とができる。 
 
   第８章 雑則 

 （貸出の停止） 

第26条 貸出図書の期限内返却を怠った者は、貸出を停止する。 

２ 前項の停止期間については別に定める。 

 （弁償） 

第27条 図書を紛失、破損または汚損した者は、同一図書をもって弁償しなけれなならない。ただし、

図書館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、相当の金額をもって代えることができる。 

 （点 検） 

第28条 図書の点検は月末及び休業中に実施し、その期間入館を禁止することがある。 

２ 年１回の点検のため、貸出図書を調査することがある。 

 （事務主管） 

第29条 この規程に関する事務主管は、学術情報課とする。 

 （改廃） 

第30条 この規程の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、図書館長が行う。 

附 則 この規程は、2008年４月１日から施行する。 

 

 

大学院生研究室使用規程 
 

 （目的） 

第１条 この規程は、京都橘大学大学院生（以下「大学院生」という。）の、研究活動の場としての

大学院生研究室（以下「研究室」という。）の使用に関して定めたものである。 

 （使用資格） 

第２条 研究室を使用できる者は、大学院生とする。ただし、ゆとりがある場合にかぎり大学院研究

生の使用を認めることがある。 

 （管轄） 

第３条 研究室は学生支援課が管轄する。 

 （使用方法） 

第４条 研究室の鍵は年度始めに所定の手続きを経て大学院生及び研究生に貸与する。 

２ 大学院生及び研究生は、修了時、休学時、留学時、停学時、退学時、または研究期間満了時には

学生支援課に鍵を返却しなければならない。 
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３ 鍵を紛失した場合は弁済しなければならない。また、鍵の複製を行ってはならない。 

４ 貸与された鍵は当人のみの使用とし、第三者に貸与してはならない。 

５ 研究室は本学の認める場合を除き、本学大学院生及び研究生以外に使用させてはならない。 

 （使用時間） 

第５条 使用時間は午前９時から午後８時までとする。ただし午後８時の時点で守衛室に届け出た場

合にかぎり午後９時まで使用できるものとする。 

（遵守事項） 

第６条 使用者は次の事項を遵守するほか、施設管理者の指示に従わなければならない 

(1) 火気、盗難、器物の破損については厳重に注意し、使用後は整理整頓した上で清掃、戸締まり、

消灯、閉栓等を行なわなければならない。 

 (2) 施設内の設備、備品等の移動ならびに無断借用は行なってはならない。 

 (3) 研究室内は禁煙とする。 

 (4) 他の使用者の研究活動の妨げになる行為は行なってはならない。 

  （破損等） 

第７条 使用者は施設および備品等を破損したときは直ちに学生支援課に届けなけらばならない。 

２ 学長が必要と認めた場合は、その損害を弁済しなければならない。 

  （改廃） 

第８条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行なう。 

附 則  この規程は、2008年６月１日から施行する。 

 

 

京都橘大学大学院海外留学の取り扱いに関する内規 
 

第１条 この内規は、京都橘大学大学院学則のほか、京都橘大学学則を準用し、京都橘大学大学院

に在籍する大学院生の外国留学に関する事項について定める。ただし、海外大学等との協定によ

り、個別特例事項が定められている場合には、その協定の定めが、優先されるものとする。 

第２条 この内規でいう「留学」とは、「海外留学に関する者の取り扱いに関する規程」第２条の

「協定校派遣留学生」および「認定留学生」に該当する場合をいう。 

第３条 留学できる者は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。 

(1) 本学大学院に６ヶ月以上（前期又は後期）在籍した者 

(2) 派遣先大学の受入れ条件に合致する者 

(3) 保証人の同意が得られる者 

(4) 留学に要する費用を賄える財政能力のある者 

(5) 心身ともに留学生活に耐え得る健康を有する者 

第４条 留学できる期間は１年以内とする。この期間を伸長することはできない。 

第５条 留学期間は在学期間に算入できるが、１年を限度とする。 

第６条 留学を志望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

(1) 本学所定の留学願い 

(2) 本学所定の海外留学計画書 

(3) 本学所定の誓約書 

(4) 留学先となる受け入れ機関が発行する入学許可証、または、受入書等 

第７条 留学を終えたものは帰国後、速やかに次の書類を提出しなければならない。 

(1) 本学所定の留学終了届 

(2) 本学所定の海外留学報告書 

(3) 受け入れ機関が発行する成績証明書、または修了証明書等 

第８条 留学期間中に修得した授業科目の単位は、大学院学則第10条の定める基準に基づき、本学
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で修得すべき授業科目の単位として認定することができる。 

第９条 通年科目の年度を越えた継続履修は、当該科目担当教員の許可を得、大学院委員会の議を

経て、また、所定の手続きを行った場合に限り認めることができる。この場合、担当教員が同一

であることを要しない。 

２ 留学した年度の前期に履修した開講科目が、帰国した年度に不開講その他の事由で、継続履修

が不可能な場合は、大学院委員会において、その措置を決定することができる。 

第10条 協定校派遣留学生および認定留学生の留学期間中の学費は、次の各号のとおりとする。 

(1) 協定校派遣留学先のうち交換留学生の留学期間中の学費は、これを納めなければならない。 

(2) 協定校派遣留学生のうち派遣留学生からは、留学期間中、本学学費を徴収しない。但し、在籍

料を徴収する。 

(3) 認定留学生からは、留学期間中、本学授業料を徴収しない。但し、留学を開始する日及び終了

する日が属する学期の学費は全額徴収する。 

２ 在籍料については、別に定める。 

第11条 削除 

第12条 学長は、次の各号に該当する留学生について、大学院委員会の議を経て、留学の許可を取

り消すことができる。 

 (1) 研究の実があがらないと認められる者 

 (2) 学生査証が認められない者 

 (3) その他、学生としての本分に反した者。 

第13条 留学の許可、留学期間の延長、単位の認定、および留学の取り消しは、大学院委員会の議

を経て研究科長がこれを行う。 

第14条 この内規に定めのないものは、以下の規程および内規を準用する。 

(1) 「海外留学をする者の取り扱いに関する規程」 

(2) 「協定校派遣留学生および認定留学生送り出しに関する内規」 

(3) 「在学中に海外留学する者の履修上の特別措置に関する内規」 

(4) 削除 

第15条 この内規に関する事務主管は、教務課とする。 

第16条 この内規の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。 

附則 この内規は、2005年４月１日から施行する。 

 

 

京都橘大学大学院生の学部の授業科目履修に関する内規 
 

 （趣旨） 

第１条 この内規は、「京都橘大学大学院学則」第９条の規程に基づき、その取扱いについて必要

な事項を定める。 

 （身分） 

第２条 専攻担当の指導教授の指導により指定された学部の授業科目を履修し、修士課程および博

士前期課程の単位とする場合、学部の科目等履修生としての身分で履修することとする。 

 （対象学部授業科目の範囲） 

第３条 対象となる学部の授業科目は別に定める。 

 （手続き） 

第４条 履修の申請にあたっては、「学部科目履修指導書兼履修申請書」を各期の受講登録訂正期

間内に教務課へ提出しなければならない。 

 （認定単位の制限） 

第５条 第４条の申請により与えることのできる単位数は、学則第１０条において認定する単位数
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とあわせて１０単位を超えないものとする。修得した単位は当該研究科の開講科目に読み替える。 

 （選考料他） 

第６条 第２条による学部の授業科目を履修する場合の科目等履修生としての選考料、登録料、履

修料については、無料とする。 

 （許可） 

第７条 履修の可否は、教務委員会の議を経て教務部長が決する。 

 （事務主管） 

第８条 この内規に関する事務主管は、教務課とする。 

 （改廃） 

第９条 この内規の改廃は、教務委員会の議を経て、教務部長が行う。 

附則 この規程は、2005年４月１日から施行する。 
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標準修業年限変更願 

     年   月   日 

京都橘大学学長 殿 

大学院看護学研究科 １回生  

学生番号           

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                印   

〒       TEL 

住所                    

看護学研究科標準修業年限を以下のとおり変更願います。 

 標準修業年限（２年）から長期履修制度（３年）へ変更 

 長期履修制度（３年）から標準修業年限（２年）へ変更 

なお、修業年限の変更による学費の変更については了承しております。 

年   月   日 

指導教員（氏名）              印  

 

 

 

 

学務第３課受付欄 

 

教－10（2010.10.1～） 

書式７（標準修業年限変更願）
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（暗幕） 

（暗幕） 

114教室
（107人） 

115教室
（60人） 

116教室
（60人） 

111教室
（58人） 

112教室
（58人） 

113教室
（58人） 

１階

１階

全室ビデオ・DVDあり

Ｗ
・
Ｃ

E
V

E
V

清
和
館

管
理
・
特
別
教
室
棟

124教室
（107人） 

125教室
（60人） 

126教室
（60人） 

121教室
（58人） 

122教室
（58人） 

123教室
（58人） 

２階 

２階 

（暗幕）

（暗幕） 

134教室
（108人） 

135教室
（169人） 

131教室
（98人） 

132教室
（98人） 

133教室
（58人） 

３階 

145教室
（119人） 146教室

（186人） 

141教室
（58人） 

142教室
（58人） 143教室

（33人） 
144教室
（33人） 

４階 

３階 

４階 

キャリアセンター
（就職進路課）

職員休憩室

倉　庫 

倉　庫 

倉 庫 倉 庫 倉　庫 
倉　庫 

掲示スペース

組合 WC

WC

WC

WC

キャリア資料室 スチューデントセンター
（学生支援課）

入学課

総務課 学務第３課・学務第２課・学務第１課 倉庫

倉庫

応接室 会議

第２会議室

教職保育職
支援室

言語教育センター

応接室

応接室応接室

応
接
室

事　務
局長室

キャリア
情　報
検索室

応　接
相談室 

応　接
相談室 

用
務
員
室

宿
直
室

相
談
室

相
談
室

相
談
室

守
衛
室

教
務
課

収
蔵
庫

収
蔵
庫

副
学
長
室

印刷室 

教員談話室

ラウンジ

学長室 

実験室 経理課 企画広報課

言
語
教
育

セ
ン
タ
ー

交
流
室

学習スペース

244教室
＜書道教室＞
（72人）

242教室
＜書道教室＞
（45人）

245教室
＜書道教室＞

研究室 研究室

（ビデオ）

（ビデオ）

法人
事務
局長室 

理事長
室 

Ｗ
・
Ｃ

Ｗ
・
Ｃ

Ｗ
・
Ｃ

（暗幕）

E
V

E
V

非
常
勤
講
師
室更

衣
室

更
衣
室

各棟平面図

エントランス

エントランス

応
接
室

面
談
室
１

面
談
室
２

ロ
ッ
カ
ー
室



―70―

126

１階

情報メディアセンター 

メディアオフィスィアオフ  

メディアライブラリー 

メ
デ
ィ
ア
・
モ
ー
ル

メディアホール 

711教室
〈パソコン教室〉
（60人） 

WC

編集室
（ビデオ）

EV

２階 

721教室

722教室724教室

（56人） 

WC

723教室

（56人） 

EV

３階 

733教室
314人 

固定 192人 
可動 122人 

WC

（　　　） 

EV

１階 

811教室

（48人） 
812教室
（56人） 

WC

WC

 

収蔵室
特
別

収
蔵
室

E.V

２階 

823教室
（22人） 

822教室
（22人） 

821教室
（204人） 

WC

WC
E.V

３階 

831教室
〈共同研究室D〉
（20人） 

WC

WC

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室E.V

清
心
館

清
史
館

〈パソコン教室〉

〈LL・パソコン教室〉

〈実習室〉

（ビデオ）

（ビデオ） （ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）（暗幕）

（ビデオ）

（ビデオ）（暗幕）

（ビデオ）（暗幕）

（ビデオ）（ビデオ）

〈パソコン教室〉
（36人） 

731教室
〈LL・パソコン教室〉
（40人） 

〈パソコン教室〉
（36人） 

エントランス

エントランス
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〈　　　　〉

清
風
館

１階 
倉　庫 

テラス 
大学院
生室

WC

WC

EV

２階 

女性歴史文化研究所 

学術情報課
エクステンションセンター
リエゾンオフィス

研究交流スペース 

看護教育
研修センター

文化政策 
　研究センター 

応　接
会議室

WC WC

EV

３階 

研
究
室

研
究
室

現
代
ビ
ジ
ネ
ス

学
部
長
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研究室

WC WC

EV 9301
   教室

9303教室
共  同
研究室2
（20人） 

9302教室
〈共同研究室1〉

〈製図教室〉

４階 
WC WC

EV 9401教室

9402教室

研究室 

〈　　　　〉

５階 
WC

WC

EV
9502教室

9501教室
324人

固定288人
可動  36人〈　　　  〉

（ビデオ）

（ビデオ） （ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）（遮光ブラインド）

（ビデオ）（暗幕）

（8人） （8人）（8人） （8人）

（8人）（8人）（8人）（8人）

（8人）

（8人）

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

（8人）（8人）（8人）（8人） （8人）

（8人）（8人）（8人）（8人）（8人）（8人）

倉
庫

（22人）
（20人）

共  同
研究室3
（10人）

（36人）

（40人）

エントランス

湯
沸
室

印
刷
室

湯
沸
室

コ
ピ
ー
室

文化政策・
現代ビジ
ネス学会
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玄関 

和室 ５号室 

４号室 

３号室 

１号室 

２号室 ７号室 

６号室 倉庫�

（7人） 

3号室 
（15人） 

1号室 
（6人） 

2号室 
（4人） 

（3人） 

台所 

風呂 

洗面所 
WC

リ
バ
テ
ィ
ホ
ー
ル
（
学
生
会
館
）�

第
二
学
生
会
館�

第
三
学
生
会
館�

５～７階 

EV

WC

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

クラブ�
ボックス  

４階 

EV

WC

自治会室 

暗室 

学生印刷室 

サークル�
  連盟室 

生協学生�
委員会室 

学生会議室 
２ 

学生会議室 
３ 

学生会議室 
１ 

実行委員会室 �
　   ボックス�

１階 

カフェテラス 

エントランス�

エントランス�

荷捌室 

厨房�

厨房�

WC

生　協�
事務所�

WC

EV

Le marche 
（生協購買） Le marche 

（生協購買） 

２階�  
厨房� 事務所�

WC

WC

ロビー 

EV

Le bistro 

３階 

WC

WC

倉庫 レッスン室 

ホール 

スタジオ 調整室 

玄関 

和室 

和室 

水屋 

EV

倉
庫�

洗面所�
風呂�ＷＣ�

リビング�台
所�

玄関�

１階� ２階�

（生協食堂）�



―78―

134

屋上広場�

厨房�

厨房�

事務室�
カフェテリア�

カフェテリア�

厨房�

１階�

屋上�

２階�

ク
リ
ス
タ
ル
カ
フ
ェ�

WC

WC
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物入 
シャワー�

洗面�
化粧�

WC

WC

ピロティ 

フィットネス�
　  ルーム 

エントランス�

救急救命�
準備室 

研究室 

更衣室 

小アリーナ 

１階 

ホール�

ウインドー�

器具庫 

器具庫 

アリーナ�

２階 

トラック 

トラック 

ミーティ�
ング�
ルーム�

ミーティ�
ング�
ルーム�

吹　抜 物入 

３階 

体
育
館�

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス�

用
具
庫�

ク
ラ
ブ�

ボ
ッ
ク
ス�

ク
ラ
ブ�

ボ
ッ
ク
ス�

ク
ラ
ブ�

ボ
ッ
ク
ス�

機
械
室�

シ
ャ
ワ
ー
室�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

クラブ�
ボックス�

１階�

２階�
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※各棟の教室番号は以下のとおりです

清和館・・・・・・・・・・・・１１１教室～１４６教室

管理・特別教室棟・・・２４２教室～２４5教室

研究室棟・・・・・・・・・・５２１教室～５４１教室

清心館・・・・・・・・・・・・７１１教室～７３３教室

清史館・・・・・・・・・・・・８１１教室～８３１教室

　

清風館・・・・・・・・・・・・９１０１教室～９５０２教室

清優館・・・・・・・・・・・・A１０１教室～A406教室

清香館・・・・・・・・・・・・B１０１教室～B202教室

児優館・・・・・・・・・・・・C201教室～C504教室

明優館・・・・・・・・・・・・D101教室～D302教室
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臨時休講措置
　次の①②③のいずれかに該当する場合、授業は休講となります。

①暴風警報または大雪警報が京都府南部に出された場合

②台風等の災害やストライキ等のために京阪バス（山科・醍醐地域系統）と地下鉄東西線が両方とも

　不通になった場合

③上記②が運行中でも下記の４交通機関のうち、３交通機関以上が不通の場合

　　　JR西日本（大阪から草津を基準とします）

　　　阪急電車（京都線梅田から四条河原町を基準とします）

　　　近鉄電車（京都から橿原神宮前を基準とします）

　　　京阪電車（本線・淀屋橋から出町柳を基準とします）

※上記の暴風警報等の解除・交通機関の開通の場合は、次の原則で授業を開始します。

　ａ．午前６時３０分までに解除・開通になった場合は平常通り授業を行います。

　ｂ．午前１０時までに解除・開通の場合は第３講時（１３時）から授業を行います。

　ｃ．午前１０時を過ぎても解除・開通しない場合は全日休講となります。

＊注意点

　①について

　　大雨警報は休講となりません。

　②について　

　　京阪バスの山科・醍醐地域系統以外の路線の不通は休講となりません。

　京阪バス（山科・醍醐地域系統）と地下鉄東西線のどちらかが運行されている場合は、休講となりません。

　③について

　　基準以外の地域・路線の不通は休講となりません。

例）阪急宝塚線・神戸線、京阪京津線、叡山電鉄、京福電車、ＪＲ東海道本線大阪以西草津以東・環状

線・湖西線山科以東・東海道山陽新幹線、南海電鉄、近鉄奈良線、大阪市営地下鉄、京都市営地下

鉄烏丸線

　　基準の４交通機関のうち３交通機関以上が不通の場合です。京阪本線のみ不通、ＪＲのみ不通、 

　　阪急と近鉄が不通のような場合は休講となりません。


